
五
世
紀
の
日
本
と
朝
鮮

i
中
国
南
朝
の
封
冊
と
関
連
し
て
一
1

坂

兀

義

種

【
要
約
】
　
五
世
紀
の
日
本
や
朝
鮮
の
国
際
関
係
を
、
阿
様
に
中
国
南
朝
の
冊
封
を
う
け
て
い
た
他
の
諸
外
国
の
事
例
と
関
連
さ
せ
て
検
討
す
る
と
き
、
そ

こ
に
、
従
来
よ
り
は
、
豊
寓
な
史
料
と
広
い
視
野
を
獲
得
し
う
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
本
稿
は
、
か
か
る
問
題
関
心
の
も
と
に
、
・
ま
ず
「
将
軍
」
号
に
焦
点

・
を
合
わ
せ
て
、
嶺
時
の
日
本
の
国
際
的
地
位
を
さ
ぐ
り
、
つ
い
で
、
中
国
王
朝
の
王
号
冊
封
の
意
義
を
考
え
、
さ
ら
に
、
倭
国
王
や
百
済
王
が
、
そ
の
阪

下
に
宮
爵
を
仮
し
、
除
正
を
願
っ
た
問
題
を
、
北
魏
の
「
承
制
仮
授
」
と
関
連
さ
せ
て
み
た
。
そ
し
て
、
さ
い
ご
に
、
中
圏
南
朝
の
諸
国
王
冊
封
を
、
軍

事
権
（
『
都
督
諸
軍
事
』
）
と
行
政
権
（
「
刺
史
」
）
の
面
か
ら
考
察
し
て
、
倭
国
王
と
「
都
督
百
済
諸
軍
薯
」
の
問
題
を
考
え
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
倭
国

王
が
「
都
督
百
済
諸
軍
事
」
を
、
中
国
南
朝
か
ら
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
す
く
な
く
と
も
、
た
だ
単
に
、
百
済
王
が
、
す
で
に
中
国
王
朝
と
交
渉
を

も
ち
、
そ
の
軍
権
を
与
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
と
い
っ
た
よ
う
な
理
由
か
ら
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
南
朝
ρ
、
き
わ
め
て
積
極

的
な
政
治
姿
勢
を
う
か
が
い
う
る
わ
け
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
五
二
巻
五
号
　
一
九
六
九
年
九
月

五世紀の日添と朝鮮（坂元）

は
　
じ
　
め
　
に

　
五
世
紀
の
日
本
や
朝
鮮
の
国
際
関
係
を
究
明
す
る
に
あ
た
り
、
中

国
南
朝
の
冊
封
と
い
う
事
実
に
着
目
し
て
、
そ
の
観
点
か
ら
若
干
の

検
討
を
つ
づ
け
て
き
た
が
、
な
お
、
十
分
な
解
明
に
は
、
い
た
っ
て

い
な
い
。
た
と
え
ば
、
倭
国
王
が
自
称
し
た
称
号
の
も
つ
意
味
、
あ

る
い
は
、
自
称
と
叙
正
爵
号
の
関
係
、
さ
ら
に
は
、
倭
国
王
と
百
済

の
関
係
な
ど
、
数
え
あ
げ
れ
ば
、
不
明
な
点
が
多
い
。
そ
の
原
因
の

一
端
は
、
も
ち
ろ
ん
、
関
係
史
料
の
不
足
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ

の
理
由
は
、
史
料
を
中
国
史
書
の
中
の
日
本
や
朝
鮮
関
係
の
も
の
に

限
っ
て
い
た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
発
想
の

も
と
に
、
中
国
南
朝
と
交
渉
を
も
ち
、
そ
の
冊
封
を
う
け
て
い
た
諸
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外
国
の
例
を
調
べ
、
参
考
に
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
か
く
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
た
と
え
、
中
国
王
朝
の
側
か
ら
の
一
方
的
な
も
の
で
は

あ
っ
て
も
（
従
来
よ
り
は
豊
富
な
史
料
と
、
広
い
視
野
を
獲
得
し
う

る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
す
く
な
く
と
も
、
当
時
の
東
ア
ジ
ア
社
会

に
お
け
る
国
際
関
係
の
中
心
の
一
つ
は
、
善
き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ

け
、
中
国
諸
王
朝
に
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

日
本
や
朝
鮮
を
含
め
た
、
東
ア
ジ
ア
の
中
国
周
辺
の
諸
国
家
は
、
時

に
よ
り
密
度
の
濃
淡
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、
中
国
諸
王
朝
と
な
ん
ら
か

の
交
渉
を
有
し
、
そ
の
交
渉
を
通
し
て
、
相
互
に
も
、
さ
ら
に
関
係

し
あ
う
と
い
う
国
際
構
造
を
有
し
た
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
以
上
の

よ
う
な
発
想
の
も
と
に
、
日
本
と
朝
鮮
の
国
際
関
係
を
扱
っ
て
み
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
、
　
「
五
世
紀
の
日
本
と
朝

鮮
の
国
際
的
環
境
－
中
国
南
朝
と
河
南
王
・
河
西
王
・
宕
畠
王
・

　
　
　
　
①

武
都
王
－
」
を
う
け
て
、
そ
こ
で
ひ
ろ
め
ら
れ
た
比
較
検
討
の
場

の
具
体
的
な
活
用
の
一
試
論
で
も
あ
る
。
従
っ
て
、
前
稿
で
扱
っ
た

素
材
を
用
い
て
述
べ
る
場
合
は
、
特
別
の
事
情
の
な
い
限
り
、
一
々

史
料
の
出
典
を
こ
と
わ
ら
ぬ
こ
と
と
し
た
い
。

一
、
日
本
の
国
際
的
地
位
－
高
橋
善
太
郎
論
文
を
中
心
に
一

　
古
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
二
本
や
朝
鮮
諸
国
の
国
際
的
な
地
位
は
、

こ
れ
ま
で
に
も
種
六
な
角
度
か
ら
考
察
さ
れ
て
き
た
。
な
か
で
も
、

「
将
軍
号
」
を
通
し
て
分
研
究
は
、
そ
れ
が
端
的
に
、
五
世
紀
の
日

本
と
朝
鮮
諸
国
の
国
際
的
地
位
を
示
す
も
の
と
解
さ
れ
、
重
要
な
指

　
　
　
　
　
　
　
　
②

標
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
五
世
紀
の
日
本
の
国
際

的
な
地
位
は
、
高
句
麗
は
、
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
百
済
よ
り
も
低
い

も
の
で
あ
り
、
三
国
の
中
で
は
、
高
句
麗
が
、
も
っ
と
も
高
い
地
位

を
占
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
　
「
将
軍
」
号
を
通
し
て
、
日
本
の
国
際
的
な
地
位
を

考
察
さ
れ
た
も
の
に
は
、
早
く
に
、
高
橋
善
太
郎
「
南
朝
諸
国
の
倭

国
王
に
与
え
た
称
号
に
つ
い
て
1
古
代
日
本
の
国
際
的
地
位
（
下
）

　
　
　
　
　
③

一
」
が
あ
る
。
こ
の
論
文
は
、
日
本
と
朝
鮮
諸
国
の
国
際
関
係
を

み
る
上
に
、
重
要
な
視
角
を
提
示
し
て
お
り
な
が
ら
、
従
来
あ
ま
り

知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
に
、
そ
の
内
容
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

簡
単
に
紹
介
し
、
若
干
の
検
討
を
行
な
っ
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

　
高
橋
論
文
は
、
中
国
の
江
南
諸
朝
か
ら
、
倭
国
王
が
与
え
ら
れ
た

称
号
を
、
高
句
麗
・
百
済
の
そ
れ
と
比
較
し
て
、
当
時
に
お
け
る
日

本
の
国
際
的
地
位
を
究
明
さ
れ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
要

旨
は
、
高
橋
氏
が
要
約
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
　
「
三
代
に
於
け
る
日
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五世紀の日本と朝鮮（坂元）

本
は
常
に
高
句
麗
打
倒
を
第
一
の
目
標
と
し
て
お
り
、
こ
れ
が
宋
朝

と
の
国
際
関
係
に
も
現
わ
れ
て
炉
る
の
で
あ
っ
て
、
安
東
大
将
軍
除

正
の
要
求
、
或
は
倭
王
武
の
上
表
と
な
っ
て
い
る
が
、
最
後
ま
で
高

句
麗
の
上
に
立
つ
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
百
済
は
晋
に
朝
貢
す
る

こ
と
も
三
国
中
最
も
早
く
、
そ
の
高
い
地
位
は
宋
初
に
ま
で
及
ん
だ

が
、
高
句
麗
の
実
力
外
交
に
よ
っ
て
地
位
の
相
対
的
下
降
を
も
た
ら

し
た
。
日
本
は
最
初
か
ら
i
好
太
王
碑
に
あ
る
辛
廿
里
（
三
九
一
）
以

来
は
勿
論
一
実
質
上
百
済
を
植
民
地
的
地
位
に
置
い
て
い
た
か
ら
、

こ
れ
を
当
面
の
問
題
と
は
し
な
か
っ
た
が
、
百
済
の
早
く
鎮
東
大
将

軍
に
な
っ
た
の
に
対
し
て
、
安
東
大
将
軍
に
な
る
の
は
遅
れ
て
い
た
。
，

然
し
こ
れ
は
全
く
形
式
上
の
問
題
で
あ
っ
て
、
．
宋
朝
の
倭
国
に
対
す

る
認
識
の
不
足
か
ら
来
た
も
の
に
相
違
な
い
。
然
る
に
倭
国
の
実
力

は
次
第
に
認
め
ら
れ
、
日
本
の
半
島
に
対
す
る
宗
主
権
所
有
の
実
情

も
認
識
さ
れ
る
様
に
な
り
、
自
ら
百
済
と
の
関
係
も
確
認
せ
ら
れ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

宋
朝
中
期
に
は
形
式
上
の
安
東
大
将
軍
の
称
を
も
倭
国
王
に
与
え
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ば
倭
国
の
宋
朝
に
於
け
る

地
位
は
、
一
見
高
句
麗
・
百
済
の
下
に
あ
っ
た
様
で
あ
る
が
、
日
本

の
真
の
目
標
は
高
句
麗
に
あ
っ
て
、
百
済
は
本
来
眼
中
に
な
か
っ
た

ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
実
力
が
年
と
共
に
宋
朝
に
認
識
さ
れ
る
と
い

う
過
程
が
辿
ら
れ
た
」
　
（
七
二
頁
）
と
い
い
、
ま
た
、
　
一
、
斉
・
簗
に
及

ん
で
も
、
高
旬
麗
の
最
上
位
は
揺
ぐ
こ
と
が
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら

な
い
が
、
百
済
と
日
本
と
の
地
位
は
明
確
に
変
化
を
来
し
、
形
式
的

な
大
将
軍
の
称
号
に
つ
い
て
も
倭
国
は
決
し
て
百
済
に
劣
る
こ
と
な

く
、
寧
ろ
こ
れ
を
凌
ぐ
状
態
に
な
っ
た
」
　
へ
七
四
頁
）
と
い
わ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
高
橋
論
文
の
分
析
視
点
は
、
倭
国
王
ら
の
称
号
の
中
で
も
、
　
「
将

軍
」
号
一
と
く
に
「
大
将
軍
」
一
に
置
か
れ
て
い
る
。
宋
朝
に
お
け

る
、
高
句
麗
↓
百
済
↓
倭
国
の
順
に
低
く
な
る
国
際
的
な
地
位
や
、

武
に
典
型
約
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
百
済
を
と
び
こ
え
た
所
で
と
ら

れ
て
い
る
倭
国
王
の
高
句
麗
に
対
す
る
高
い
対
抗
の
姿
勢
、
ま
た
、

「
家
臣
の
選
任
に
関
」
　
（
七
二
頁
）
す
る
問
題
等
、
高
橋
論
文
に
は
聞

く
べ
き
も
の
が
多
い
。
し
か
し
、
斉
・
梁
両
朝
に
お
け
る
倭
国
と
百

済
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
称
号
と
い
っ
た
形
式
上
の
も
の
に
限
っ
て

も
問
題
が
あ
る
。
そ
の
原
因
は
、
ど
う
も
「
大
将
軍
」
の
称
号
に
の

み
と
ら
わ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
と

え
ば
、
南
斉
朝
に
お
け
る
倭
国
王
と
百
済
王
の
「
鎮
東
大
将
軍
」
の

と
ら
え
方
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。

　
高
橋
氏
は
、
倭
王
朝
が
「
鎮
東
大
将
軍
」
に
進
め
ら
れ
た
の
が
、
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南
斉
王
朝
…
樹
立
の
年
の
建
元
元
年
（
四
七
九
）
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

百
済
王
牟
大
が
「
鎮
東
大
将
軍
」
に
要
せ
ら
れ
た
の
は
、
永
明
八
年

（
四
九
〇
）
で
、
そ
れ
は
「
倭
王
武
が
同
じ
く
鎮
東
大
将
軍
に
な
っ
た

よ
り
十
年
余
り
も
遅
れ
て
い
る
」
（
七
三
頁
）
と
い
っ
た
と
ら
え
方
を

さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
牟
大
が
、
建
元
元
年
時

に
在
位
し
て
お
り
な
が
ら
、
　
「
鎮
東
大
将
軍
」
の
称
号
を
え
ら
れ
な

か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
な
ら
と
も
か
く
、
当
時
の
百
済
王
は
牟

大
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
牟
大
が
、
永
明
八
年
に
授
爵
さ
れ
た

の
は
、
た
ま
た
ま
、
そ
の
年
に
遣
使
上
表
し
て
即
位
の
旨
を
告
げ
た

　
　
　
　
　
　
⑤

か
ら
に
す
ぎ
な
い
。
建
元
二
年
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
牟
大
の
祖
父

と
い
わ
れ
る
牟
都
が
、
は
じ
め
て
遣
使
朝
貢
し
て
、
即
位
の
旨
を
告

げ
る
と
、
南
斉
は
、
こ
の
牟
都
を
「
使
持
節
・
都
督
百
済
諸
軍
事
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

雪
嵐
大
将
軍
・
（
百
済
王
）
」
に
封
じ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
武
が
二
度

目
の
除
町
で
「
煮
湯
大
将
軍
」
を
授
け
ら
れ
た
の
に
対
し
、
牟
都
が

最
初
の
授
爵
で
、
そ
れ
を
与
え
ら
れ
て
い
る
事
に
注
目
す
べ
き
で
あ

っ
た
ろ
う
。

　
ま
し
て
、
梁
王
朝
に
お
け
る
倭
国
王
と
百
済
王
の
関
係
と
な
る
と
、

さ
ら
に
問
題
が
あ
る
。
高
橋
氏
は
、
梁
王
朝
樹
立
時
の
除
授
で
あ
る

天
雷
元
年
（
五
〇
二
）
四
月
の
除
石
に
お
い
一
て
、
倭
国
王
と
百
済
王
子
、

と
も
に
「
征
東
大
将
軍
」
を
授
け
ら
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
た
が
、
尊

書
に
は
、
本
紀
・
列
伝
と
も
に
、
倭
鼻
繋
の
除
授
を
「
征
東
将
軍
」

と
記
し
て
お
り
、
こ
れ
を
み
だ
り
に
の
ち
の
編
纂
史
書
で
あ
る
南
史

倭
国
伝
に
よ
っ
て
、
　
「
征
東
大
将
軍
」
に
改
め
た
り
し
て
は
な
る
ま

い
。
し
か
も
、
南
学
の
本
紀
に
は
、

　
　
弾
奏
元
年
四
月
戊
辰
、
車
騎
将
軍
高
麗
王
高
雲
量
一
号
草
騎
大
将
軍
一
。

　
　
鎮
東
大
将
軍
百
済
王
余
響
進
扁
号
征
東
大
将
軍
一
。
下
葉
大
将
軍
二
王
武

　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
　
進
昌
号
授
与
将
軍
一
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
南
史
巻
六
梁
本
紀
）

と
み
え
て
さ
え
い
る
の
で
あ
る
。
天
監
元
年
時
の
除
授
は
、
や
は
り
、

倭
国
王
に
「
征
東
将
軍
」
、
百
済
王
に
「
征
東
大
将
軍
」
で
あ
っ
た

　
　
　
　
⑦

も
の
と
思
う
。
従
っ
て
、
梁
朝
に
お
け
る
倭
国
王
と
百
済
王
の
地
位

は
、
百
済
王
の
方
が
高
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
斉
・
梁
両
王
朝
に
お
け
る
倭
国
と
百
済
の
国
際
的
地
位
に
関
す
る

高
橋
氏
の
見
解
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
。
し
か
し
、

「
斉
の
時
に
両
国
共
に
鎮
東
大
将
軍
で
あ
っ
」
た
（
七
四
頁
）
と
い
う

指
摘
は
重
視
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
百
済
は
、
蓋
函
王
二
一
年
（
四

七
五
）
、
高
句
麗
王
の
猛
攻
を
う
け
て
、
’
王
都
漢
城
を
陥
さ
れ
、
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

（
余
慶
）
は
斬
殺
さ
れ
た
。
以
後
、
百
済
は
、
そ
の
王
都
を
態
津
に

南
遷
し
、
金
離
の
時
代
を
迎
え
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
特
需
に
、
倭

4　（618）
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王
武
の
宋
朝
へ
の
上
表
が
あ
り
、
そ
し
て
、
最
初
の
授
爵
で
あ
り
な

が
ら
、
従
来
の
倭
国
王
と
は
違
い
、
　
「
安
東
将
軍
」
を
こ
え
て
「
安

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

東
大
将
軍
」
の
称
号
を
え
、
つ
い
で
翌
年
に
は
「
墨
東
大
将
軍
」
に

進
号
さ
れ
た
の
で
あ
恥
一
方
・
慕
素
都
は
・
建
元
二
年
三
月
・

よ
う
や
く
月
回
を
お
く
り
、
　
「
鎮
東
大
将
軍
」
を
含
む
、
さ
き
の
如

き
称
号
を
え
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
明
ら
か
に
、
国
際
的
地
位

に
お
い
て
、
聖
代
ほ
ど
の
百
済
と
倭
国
の
差
は
見
出
さ
れ
な
い
と
い

っ
て
よ
か
ろ
う
。

　
な
お
、
南
斉
が
、
東
夷
諸
国
の
う
ち
、
倭
国
王
の
み
を
、
建
元
元
年

に
進
号
し
、
高
句
麗
・
百
済
の
両
王
の
進
号
が
建
元
二
年
越
な
っ
た

理
由
を
、
こ
こ
に
考
え
て
み
た
い
。
高
句
麗
は
、
南
隷
書
高
麗
国
伝

に
よ
る
と
、
　
「
太
祖
建
元
元
年
、
進
昌
号
腰
騎
大
将
軍
」
と
あ
る
が
、

本
紀
の
建
元
二
年
夏
四
月
丙
寅
条
に
は
、
「
進
昌
高
麗
王
楽
浪
脚
高
漣

号
孝
心
大
将
軍
」
と
あ
り
、
そ
の
虚
血
は
、
年
月
日
を
明
記
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

本
紀
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
百
済
の
授
爵
は
、
既
述
の
如
く
、
冊

府
元
亀
外
臣
部
封
冊
条
に
よ
り
、
建
元
二
年
三
月
の
こ
と
で
あ
る
。

百
済
王
が
、
こ
の
時
、
授
爵
さ
れ
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
時
の

遣
使
朝
貢
と
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
授
爵
に
さ
い
し
て
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ

せ
ら
れ
た
詔
に
は
、
　
「
宝
命
惟
新
、
沢
波
（
被
）
轟
絶
域
一
。
牟
都
世

黒
馬
上
表
一
、
守
二
職
遽
外
一
。
可
三
五
授
轟
使
持
節
・
都
督
百
済
諸
軍
事

・
鎮
東
大
将
軍
こ
と
あ
り
、
こ
の
授
爵
が
、
南
斉
新
王
朝
の
樹
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

を
記
念
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
南
斉

は
、
高
句
麗
の
遣
使
朝
貢
を
も
待
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ

は
、
な
か
な
か
来
朝
せ
ず
、
そ
こ
で
、
こ
の
年
の
四
月
丙
寅
、
そ
の

来
朝
を
待
た
ず
に
、
新
王
朝
樹
立
の
記
念
的
除
授
を
行
な
っ
た
も
の

で
あ
ろ
徳
こ
れ
ら
に
対
し
て
・
倭
国
王
は
・
す
で
集
朝
開
・
昇

明
二
年
（
四
七
八
）
、
遣
使
朝
貢
し
て
、
そ
の
上
表
文
が
功
を
奏
し
た

も
の
か
、
事
実
上
の
支
配
者
で
あ
っ
た
藩
道
成
の
手
に
よ
っ
て
「
安

東
大
将
軍
」
等
の
授
爵
を
う
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
道
成
は
、
宋
朝

の
順
帝
の
譲
り
を
う
け
、
南
斉
王
朝
を
樹
立
す
る
と
、
倭
王
武
分
軍

号
を
、
前
年
よ
り
さ
ら
に
一
階
進
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
授
け

ら
れ
た
「
鎮
東
大
将
軍
」
は
、
道
成
が
、
宋
朝
に
か
わ
っ
て
総
軍
・
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

を
樹
立
し
た
記
念
祝
賀
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

こ
れ
を
、
武
の
上
表
文
の
効
果
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
上
表

文
を
も
た
ら
し
た
武
の
使
節
が
、
新
王
朝
の
創
設
時
に
、
な
お
逗
留

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

し
て
い
た
か
ど
う
か
を
知
る
史
料
は
な
い
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
の
ち
の
梁
王
朝
の
樹
立
時
に
は
、
倭
・
高
句

麗
・
百
済
の
三
国
が
、
と
も
に
同
時
に
黒
門
さ
れ
な
が
ら
、
南
斉
新
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王
朝
の
樹
立
時
に
は
、
こ
の
三
国
の
う
ち
、
倭
国
王
だ
け
で
あ
っ
た

点
は
十
分
注
目
さ
れ
て
よ
い
し
、
ま
た
、
は
じ
め
て
「
安
東
」
系
将

軍
号
よ
り
も
一
階
高
い
、
「
遼
東
」
系
の
、
し
か
も
「
鎮
東
大
将
軍
」

に
卸
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
た
注
目
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
高
橋
論
文
に
関
連
し
て
、
若
干
の
検
討
を
行
な
っ
た
所
以
で

あ
る
。

　
な
お
、
　
「
将
軍
」
号
に
関
し
て
い
え
ば
、
私
は
、
　
「
大
将
軍
」
か

否
か
に
加
え
て
、
最
初
に
授
与
さ
れ
る
「
将
軍
」
号
の
種
頚
・
内
容

と
い
っ
た
も
の
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

倭
国
王
の
「
安
東
将
軍
」
、
高
句
麗
王
の
「
征
東
将
軍
」
、
百
済
王
の

「
鎮
東
将
軍
」
と
い
っ
た
原
則
的
な
あ
り
方
に
注
目
す
る
わ
け
で
あ

る
。
こ
れ
ら
三
者
の
将
軍
号
の
地
位
の
高
低
を
、
若
干
の
具
体
的
な

事
例
に
よ
っ
て
み
て
み
よ
う
。
以
下
い
ず
れ
も
宋
書
本
紀
に
よ
る
。

　
　
　
　
四
安
将
軍
↓
四
鎮
将
軍
の
場
合

　
　
孝
建
元
年
九
月
丙
午
　
以
小
安
南
将
軍
・
江
州
刺
史
混
晶
話
一
己
漏
鎮
西

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
将
軍
・
郵
州
刺
史
⑩

　
　
泰
始
四
年
八
月
丁
酉
　
安
南
将
軍
・
江
二
三
三
王
景
文
進
晶
号
鎮
南
将

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
軍
4

　
　
三
三
元
年
四
月
己
亥
　
安
西
将
軍
・
三
州
刺
史
沈
放
之
為
二
鎮
西
将
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
肥
州
刺
婁

　
　
元
徽
四
年
九
月
己
丑
　
安
西
将
軍
．
郵
州
刺
史
晋
煕
王
威
進
昌
号
鎮
西
　
　
鋤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
将
軍
岨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
ハ
〇

　
　
　
　
四
三
将
軍
↓
四
征
将
軍
の
場
合

　
　
三
三
元
年
七
月
甲
辰
　
鎮
西
将
軍
李
敵
進
昌
三
三
西
将
軍
⑩

　
　
元
嘉
元
年
八
月
癸
卯
　
鎮
北
将
軍
・
南
莞
州
刺
史
回
道
日
進
昌
号
征
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
将
軍
縛

　
　
一
兀
嘉
一
六
年
閃
阿
月
丁
口
］
　
以
昌
鎮
轟
岡
将
軍
・
江
州
刺
由
人
山
閑
礁
王
義
船
型
一
為
昌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
征
北
将
軍
・
南
瓦
州
刺
史
謁

　
　
元
徽
二
年
七
月
乙
酉
　
鎮
北
将
軍
・
徐
州
刺
史
建
平
王
景
素
進
昌
号
征

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
北
将
軍
4

　
な
お
、
同
一
人
の
昇
進
過
程
と
し
て
、
四
三
↓
四
三
↓
四
三
の
関

係
が
認
め
ら
れ
る
も
の
に
、
察
三
三
の
例
が
あ
り
、

　
　
泰
始
五
年
六
月
壬
申
　
以
昌
安
西
将
軍
・
三
州
刺
史
察
興
宗
一
為
篇
鎮
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
将
軍
司

　
　
泰
予
元
年
四
月
己
亥
　
鎮
東
将
軍
察
興
宗
為
一
一
征
西
将
軍
・
開
府
儀
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
司
・
荊
州
刺
史
㊥

と
い
う
関
係
が
辿
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
進
号
過
程
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

実
は
、
宋
書
百
官
志
の
官
品
表
の
序
列
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
わ
け
で

あ
る
が
、
今
迄
、
具
体
例
に
よ
る
検
討
を
省
略
し
て
い
た
の
で
、
遅

ま
き
な
が
ら
、
こ
こ
に
、
そ
の
妾
否
を
み
た
わ
け
で
あ
る
。

　
三
老
の
中
で
は
、
　
「
征
東
将
軍
」
が
も
っ
と
も
高
く
、
　
「
安
東
将
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第1表　宋朝の河西王冊封表

王矧授田代1　　　授　爵　内　容
使持節・散騎常侍・都督涼一匹軍事・鋏軍大将軍・開府儀同三司・涼州刺浪渠蒙遜

恚箔�齔

渠無諜沮

蝿ﾀ周�

初2（421）景

ｽ元（423）元

ﾃ3（426）元

ﾃ11（434）元

ﾃ19（442）元

ﾃ21（444）大

ｾ3（459）�

・張抜公侍

?・都督涼・秦・河・沙四州諸軍事・騨騎大将軍・領護飼奴中郎将・西

ﾎ校尉・涼州牧・河西王（開府・持節モトノゴトシ）車

R大将軍持

ﾟ・散騎常磐・都督涼・秦・河・沙四州諸軍事・県西大将軍・領護勾奴

?郎将・西夷校尉・涼州刺史・河西王持

ﾟ・散騎常侍・都督涼・河・沙三州諸軍欝・征西大将軍・領護飼奴中郎

ｫ・西夷校尉・涼州刺史・河西ヨ三使

攝ﾟ・散騎常侍・都督涼・河・沙三州諸軍事・征西将軍・領西域戊巳校

ﾑ・涼州刺史・河西王征

ｸ将軍・涼州刺史〔宋辮己〕

に
記
さ
れ
て
い
る
か
を
み
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
。
な
お
、
上

は
、
宋
朝
が
河
西
王
の
沮
渠
氏
を
冊
封
し
た
も
の
を
ま
と
め
た
も

で
あ
る
。
と
く
に
こ
と
わ
ら
ぬ
限
り
、
出
典
は
宋
書
巻
九
八
胡
伝

よ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
表
中
に
下
線
を
施
し
て
あ
る
も
の
は
、
胡

以
外
に
宋
書
本
紀
に
も
記
事
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。

t
れ
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
宋
書
本
紀
は
、
授
爵
内
容

全
て
を
記
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
一
部
を
記
し
た
も
の

あ
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
、
あ
る
種
の
傾
向
が
う
か
が
え
る
。
す

わ
ち
、
宋
書
本
紀
・
胡
伝
と
も
に
記
載
の
あ
る
五
ヵ
所
の
う
ち
、

紀
に
七
号
の
授
爵
を
記
す
も
の
二
、
刺
史
号
を
記
す
も
の
四
、
軍

」
が
も
っ
と
も
低
い
こ
と
が
理
解
し
え
た
こ
と
と
思
う
。
こ
れ
は
、

た
、
そ
の
ま
ま
宋
王
朝
に
お
げ
る
三
国
の
国
際
的
な
地
位
を
端
的

物
語
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

二
、
国
際
的
地
位
と
「
将
軍
」
号

　
　
　
一
「
将
軍
」
号
の
有
効
性
を
め
ぐ
っ
て
一

こ
れ
ま
で
、
さ
し
た
る
検
討
も
せ
ず
に
、
国
際
関
係
の
分
析
視
角

　
　
　
　
⑰
　
　
　
。

し
て
「
将
軍
」
号
を
と
り
あ
げ
て
き
た
が
、
こ
こ
に
、
そ
の
問
題

関
す
る
若
干
の
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

宋
朝
が
、
周
辺
の
諸
国
王
を
冊
封
す
る
さ
い
、
そ
れ
が
、
ど
の
よ
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号
を
記
す
も
の
五
、
そ
の
ほ
か
に
開
府
儀
同
三
事
業
記
す
も
の
も
あ

る
が
、
こ
れ
は
、
河
西
王
の
有
す
称
号
と
し
て
は
、
一
般
的
な
も
の

で
は
な
い
か
ら
省
く
こ
と
と
す
る
。
従
っ
て
、
河
西
王
の
授
爵
に
つ

い
て
、
本
紀
は
、
な
に
を
お
い
て
も
「
将
軍
」
号
と
「
刺
史
」
号
を

記
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
を
他
の
国
王
の
も
の

と
比
較
す
る
と
、
重
点
は
、
む
し
ろ
「
刺
史
」
号
の
方
に
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
が
、
こ
れ
ら
と
て
「
将
軍
」
号
が
全
く
無
視
さ
れ
て
い
る

も
の
で
も
な
い
。
つ
ま
り
、
当
時
、
称
号
と
い
え
ば
、
　
「
刺
史
」
号

や
「
将
軍
」
号
が
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
日
本
や
朝
鮮
の
国
王
は
、
　
「
刺
史
」
号
を
有
し
て
い
な
い
か
ら
、

こ
れ
ら
の
諸
国
王
の
代
表
的
な
称
号
は
、
　
「
将
軍
」
号
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。
河
西
王
の
場
合
ほ
ど
明
確
に
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
こ

の
原
則
は
保
た
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
高
句
麗
王
高
安

は
、
梁
書
高
句
騨
伝
に
よ
れ
ば
、
普
通
元
年
（
五
二
〇
）
、
　
「
持
節
・

督
営
・
平
二
州
諸
軍
事
・
寧
東
将
軍
」
に
叙
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
本

紀
は
「
智
東
将
軍
。
高
麗
王
」
と
記
し
、
百
済
王
重
斬
は
、
梁
書
百

済
伝
に
は
、
普
通
二
年
、
　
「
使
持
節
・
都
督
百
済
諸
軍
事
・
寧
東
大

将
軍
・
百
済
王
」
に
号
せ
ら
れ
た
と
あ
る
が
、
本
紀
は
「
寧
東
大
将

軍
」
を
記
す
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
倭
国
王
の
場
合
も
同
様
で
、

倭
王
武
は
、
宋
書
倭
国
伝
に
よ
る
と
、
昇
明
二
年
（
四
七
八
）
、
　
「
使

持
節
・
都
督
倭
・
新
剛
維
・
任
那
・
加
羅
仲
・
秦
韓
・
慕
韓
六
国
諸
騰
国
事

・
安
東
大
将
軍
・
倭
王
」
に
叙
さ
れ
て
い
る
が
、
本
紀
は
「
安
東
大

将
軍
」
と
記
す
に
す
ぎ
な
い
。

　
か
か
る
記
載
法
は
、
ま
た
、
進
号
の
さ
い
に
も
み
ら
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
進
号
さ
れ
る
者
が
有
す
全
て
の
称
号
が
記
さ
れ

る
わ
け
で
は
な
く
、
称
号
の
代
表
的
存
在
と
指
摘
し
て
お
い
た
「
刺

史
」
・
「
将
軍
」
号
が
主
と
し
て
記
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
た
と
え
ば
、

吐
谷
渾
王
事
寅
は
、
宋
書
本
紀
に
よ
る
と
、

　
　
｝
兀
繭
嘉
三
十
－
年
六
月
辛
丑
　
　
｛
女
｝
四
将
軍
・
・
鮒
四
秦
・
河
二
州
刺
史
吐
谷
羅
揮
拾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寅
進
晶
号
鎮
西
大
将
軍
・
開
府
儀
同
三
司
岨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
史
料
㈲
）

　
　
泰
始
甥
一
年
十
月
辛
丑
　
　
鎮
西
大
将
軍
・
西
秦
・
河
二
州
刺
史
吐
谷
渾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
拾
猛
進
一
一
号
征
西
大
将
軍
4
　
（
史
料
⑧
）

　
　
　
　
　
　
　
　
わ

と
み
え
る
が
、
拾
寅
は
、
元
嘉
二
九
年
（
閣
五
二
）
に
、
　
「
使
持
節
・

督
西
秦
・
河
・
沙
三
州
諸
軍
事
・
安
西
将
軍
・
領
護
禿
校
尉
・
西
秦

・
河
二
州
刺
史
・
河
南
王
」
（
宋
雷
吐
谷
渾
伝
）
に
封
ぜ
ら
れ
て
お
り
、

こ
れ
ら
の
称
号
は
、
　
「
将
軍
」
号
が
代
わ
る
だ
け
で
、
史
料
㈲
・
⑧

の
時
に
も
同
様
に
保
た
れ
て
い
た
筈
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
紀
は
、

拾
寅
の
称
号
を
、
　
「
将
軍
」
号
と
「
刺
史
」
号
で
代
表
さ
せ
て
い
た
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わ
け
で
あ
る
。

　
以
上
、
本
紀
の
記
載
を
中
心
に
、
授
爵
を
う
け
る
さ
い
に
多
く
の

称
号
を
有
し
て
い
て
も
、
あ
る
い
は
、
多
く
の
称
号
を
う
け
る
こ
と

に
な
っ
て
い
て
も
、
本
紀
に
記
載
さ
れ
る
も
の
は
、
代
表
的
な
も
の

に
限
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
、
普
通
に
は
「
刺
史
」
号
や
「
将
軍
」
号
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の
と
思
う
。
ま
た
、
、
日
本
や
朝
鮮

の
諸
国
王
に
関
し
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
　
「
将
軍
」
号
で
あ
っ
た
と

い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
当
時
の
、
も
っ
と
も
代
表
的
な
、
そ
し
て
、
も

っ
と
も
重
視
さ
れ
て
い
た
称
号
が
、
本
紀
記
載
の
称
号
の
中
に
求
め

ら
れ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
私
は
、
「
将
軍
」

号
を
、
重
要
な
分
析
手
段
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か

ら
と
い
0
て
、
　
「
将
軍
」
号
以
外
の
称
号
を
軽
視
し
て
は
な
る
ま
い
。

そ
こ
に
は
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
に
有
効
な
観
点
が
秘
め
ら
れ
て
い
る

も
の
と
思
う
の
で
あ
る
。

三
、
　
「
王
」
の
冊
封
と
「
行
O
O
王
」

　
こ
れ
ま
で
日
本
や
朝
鮮
に
お
け
る
諸
国
の
国
王
を
「
倭
国
王
」
、

「
高
句
麗
王
」
・
「
百
済
王
」
・
「
新
羅
王
」
・
「
加
羅
王
」
な
ど
と
、
至

極
当
然
の
よ
う
に
扱
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
は
、
考
察
を
要
し
な
い

ほ
ど
に
当
り
前
の
存
在
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
高
橋
善
太

郎
氏
は
、
　
「
高
句
麗
国
の
王
で
あ
れ
ば
高
句
麗
王
で
あ
る
こ
と
は
当

然
で
、
除
正
以
前
の
自
明
の
こ
と
で
あ
」
る
と
さ
れ
、
「
『
倭
国
王
』

が
除
正
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
一
つ
の
正
式
の
称
号
で
あ
る
と
は
到
底

考
え
ら
れ
な
い
」
　
（
六
五
頁
）
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
中
国

王
朝
の
三
号
冊
封
を
、
そ
の
よ
う
に
簡
単
に
割
切
っ
て
考
え
て
よ
い

も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
の
私
に
は
、
こ
れ
ら
の
「
王
」
に
関
す

る
開
題
の
全
て
を
考
え
る
余
裕
は
な
い
が
、
中
国
南
朝
と
交
渉
を
も

っ
た
五
世
紀
の
い
く
つ
か
の
国
の
場
合
を
考
え
て
、
こ
う
し
た
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

を
検
討
す
る
素
材
と
し
て
み
た
い
。

　
ま
ず
、
河
南
王
の
場
合
か
ら
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
吐
谷
渾

王
が
、
南
朝
に
よ
っ
て
「
河
南
王
」
に
封
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
元
嘉
一

六
年
（
四
三
九
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
四
谷
仁
王
は
、
こ

れ
ま
で
に
、
南
朝
か
ら
、
次
の
よ
う
な
称
号
で
封
ぜ
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
景
平
元
年
（
四
二
三
）
に
は
「
澆
河
公
」
、
元

嘉
七
年
（
四
三
〇
）
に
は
「
三
三
公
」
、
元
嘉
九
年
に
は
「
朧
西
王
」
、

そ
し
て
元
嘉
一
六
年
に
い
た
っ
て
「
河
南
王
」
と
い
っ
た
具
合
で
あ

る
。
わ
ず
か
二
十
年
足
ら
ず
の
間
に
、
次
女
と
爵
号
が
か
わ
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
頻
繁
に
吐
谷
美
心
の
爵
号
が
か
わ
っ
た
こ
と
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に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
の
理
由
が
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
一
つ
に
は
、

冊
封
す
る
側
と
、
さ
れ
る
側
に
、
立
場
上
の
大
き
な
差
違
が
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

た
こ
と
に
も
よ
ろ
う
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
冊
封
側
が
表
の
立
場
を
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

つ
た
の
に
対
し
、
さ
れ
る
側
が
裏
の
立
場
を
と
っ
た
よ
う
な
も
の
で

あ
惹
。
滞
納
渾
は
、
か
つ
て
従
属
し
た
こ
と
の
あ
る
西
秦
の
乞
伏
氏

を
、
元
嘉
六
年
に
い
た
っ
て
破
り
、
そ
の
故
地
を
領
有
し
た
。
と
こ

ろ
で
、
乞
伏
氏
は
、
さ
き
に
東
晋
か
ら
「
朧
西
公
」
に
封
ぜ
ら
れ
た

こ
と
が
あ
り
、
そ
の
た
め
、
東
晋
を
継
承
し
た
宋
朝
は
、
西
出
の
故

地
を
つ
い
だ
面
谷
渾
を
「
朧
西
公
」
に
封
じ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か

し
、
他
方
、
面
伏
氏
は
、
　
〈
河
南
王
〉
を
自
称
し
て
お
り
、
吐
谷
渾

は
、
よ
り
広
い
地
域
を
総
称
し
た
、
こ
の
称
号
を
継
承
せ
ん
と
し
た

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
情
に
よ
っ
て
、
今
谷
渾
の
爵
号
は
、
転
々

と
か
わ
り
、
結
局
、
宋
朝
も
、
こ
の
吐
谷
渾
の
自
称
を
認
め
、
　
「
河

爾
王
」
に
封
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、
吐
谷
渾
が
、

〈
河
南
王
〉
の
称
号
に
固
執
し
た
の
は
、
酸
漿
の
「
故
地
を
領
し
、

そ
の
擦
有
を
南
朝
に
認
め
て
貰
ふ
た
め
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て

　
⑲

い
る
。
と
に
か
く
、
思
屈
渾
が
、
〈
河
鹿
王
〉
の
称
号
に
固
執
し
、

そ
の
承
認
を
宋
朝
に
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
み
る
と
、
吐
谷
渾
の

勢
力
は
、
い
ま
だ
西
秦
の
乞
伏
氏
の
領
有
し
た
河
南
の
地
の
す
べ
て

〆

を
支
配
し
き
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
だ
け
に
潜
在
的
支
配
権
を
主
張
し
、

そ
の
正
当
性
を
宋
朝
の
「
河
爾
王
」
冊
封
に
求
め
て
い
た
か
に
み
え

る
。
吐
露
潭
王
が
、
　
「
河
南
王
」
の
王
号
冊
封
を
宋
朝
に
求
め
た
の

に
は
、
．
そ
こ
に
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
次
に
、
河
西
王
の
場
合
を
み
て
み
よ
う
。
河
西
の
姑
誠
に
よ
っ
た

沮
止
蒙
遜
が
、
宋
朝
か
ら
「
河
西
王
」
に
封
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
景
平

元
年
の
こ
と
で
あ
り
一
こ
こ
に
、
蒙
遜
の
称
号
は
、
「
使
持
節
・
侍

中
・
都
督
涼
・
秦
・
河
・
沙
四
州
諸
軍
事
・
騒
騎
大
将
軍
・
開
府
儀
同

三
司
・
領
護
飼
主
中
郎
将
・
西
夷
校
尉
・
備
州
刺
史
・
河
西
王
」
と

い
う
き
わ
め
て
荘
重
な
も
の
ど
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

「
河
西
王
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
海
難
は
こ
れ
よ
り
早
く
、
東
晋
の

三
面
八
年
（
四
一
二
）
自
立
す
る
と
く
大
都
督
・
大
将
軍
・
河
西

王
〉
を
称
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
宋
朝
は
、
こ
の
〈
河
西
王
〉
蒙

遜
を
、
永
初
二
年
（
四
二
一
）
の
冊
封
時
に
も
、
「
使
持
節
・
散
騎
常

盤
・
都
督
涼
州
諸
軍
事
・
鎮
軍
大
将
軍
・
開
府
儀
六
三
司
・
涼
州
刺

史
・
張
事
事
」
に
封
じ
た
に
す
ぎ
ず
、
な
お
「
河
西
正
」
の
爵
号
を

許
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
、
　
「
河
西
」
王
と
は
、
前
漢
以
来

の
張
披
・
酒
泉
・
敦
煙
・
武
威
・
金
城
を
併
せ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
河

西
五
部
」
の
王
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
河
西
地
域
全
体
を
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お
お
う
称
号
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
　
「
河
西
王
」
を
、
こ
の
よ
う

に
考
え
る
と
、
蒙
遜
が
〈
河
西
王
〉
を
自
称
し
た
義
血
八
年
時
に
は
、

な
お
、
潮
煙
・
酒
泉
方
面
に
勢
力
を
有
す
西
之
の
愚
智
が
お
り
、

「
河
西
」
の
支
配
権
を
主
張
で
き
る
段
階
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
こ
れ
は
、
い
わ
ば
蒙
遜
の
「
河
西
」
支
配
権
に
対
す
る
自

己
主
張
で
あ
り
、
　
「
河
西
王
」
の
冊
封
を
望
む
の
は
、
そ
の
支
配
権

の
正
当
性
を
求
め
た
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
や
が
て
、
蒙

遜
は
、
永
初
元
年
、
門
守
の
李
敵
を
滅
ぼ
し
、
こ
れ
に
か
わ
っ
て
西

域
諸
国
を
属
下
に
お
さ
め
、
　
〈
河
西
王
〉
の
実
を
と
と
の
え
、
前
述

の
如
く
、
景
平
元
年
に
い
た
っ
て
「
河
西
王
」
の
呼
号
を
獲
得
す
る

わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
を
整
理
す
る
と
、
蒙
遜
の
王
号
に
は
、
永
初
元

年
の
西
端
滅
亡
を
さ
か
い
と
し
て
、
二
つ
の
意
味
が
あ
っ
た
こ
と
に

な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
西
涼
滅
亡
以
前
の
時
点
で
の
く
河
西
王
〉
の

自
称
は
、
河
西
支
配
の
自
己
主
張
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
潜
在
的
支

配
権
の
承
認
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
西
涼
滅
亡
後
の
、
宋
朝
冊

封
の
「
河
西
王
」
と
は
、
形
式
的
に
は
、
河
西
支
配
権
を
国
際
的
に

承
認
－
宋
朝
を
中
心
と
す
る
国
際
社
会
で
は
あ
る
が
一
さ
れ
た
も
の

と
で
も
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
・

　
以
上
、
南
朝
の
王
号
冊
封
を
、
　
「
河
南
王
」
と
「
河
西
王
」
を
例

と
し
て
み
て
き
た
が
、
そ
こ
に
は
、
か
な
り
積
極
的
な
意
義
を
認
め

な
く
て
は
な
ら
ぬ
よ
う
に
思
う
。
東
夷
系
諸
国
の
国
王
冊
封
も
、
こ

う
し
た
観
点
か
ら
再
検
討
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
な
お
、
宋
朝
が
、
　
「
一
つ
の
正
式
の
称
号
」
と
し
て
、
　
「
王
」
の

冊
封
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
次
の
事
例
か
ら
も
知
ら
れ
よ
う
。

宋
書
記
蛮
伝
に
よ
る
と
、
文
帝
は
、
元
嘉
二
六
年
（
四
四
九
）
、
　
「
詞

羅
馬
、
嬰
皇
、
婁
達
三
国
、
頻
越
一
一
遽
海
下
野
化
納
貢
、
遠
雪
叩
レ
藪
、

可
三
翌
翌
昌
除
授
一
」
と
詔
し
た
と
い
う
。
こ
の
時
の
「
除
授
」
の
内

容
は
、
呵
羅
単
国
の
場
合
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
婆
皇
国
・
嬰
達

国
の
場
合
は
、
　
「
太
祖
策
二
丁
之
一
応
昌
嬰
皇
国
王
（
磐
達
国
王
）
一
」
と

あ
る
如
く
、
ま
さ
し
く
「
国
王
」
の
冊
封
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
「
国
王
」
冊
封
に
対
す
る
宋
朝
の
考
え
方

は
、
「
授
昌
藪
嘉
単
一
」
（
磐
皇
国
王
）
と
か
「
加
島
藪
顕
策
一
」
（
盤
皇
国
伝
）

と
述
べ
る
字
句
の
中
に
語
ら
れ
て
い
る
と
思
う
。
宋
朝
の
「
国
王
」

冊
封
は
、
　
「
嘉
」
な
る
も
の
で
あ
り
、
　
「
顕
」
な
る
も
の
な
の
で
あ

る
。
こ
れ
ら
を
、
宋
朝
に
よ
る
国
際
的
承
認
と
い
う
よ
う
に
と
ら
え

て
よ
か
ろ
う
。

中
国
南
朝
に
よ
っ
て
、
　
「
国
王
」
の
冊
封
を
う
け
た
諸
「
国
王
」
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等
は
、
い
わ
ば
、
冊
封
を
通
し
て
、
そ
の
地
位
を
国
際
的
に
承
認
さ

れ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
、

そ
の
王
一
代
に
限
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
次
代
の
王
は
、

あ
ら
た
め
て
冊
封
を
う
け
な
い
限
り
、
正
式
の
国
王
と
は
、
み
な
さ

れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
王
は
、
正
規
に
は
「
行
○
○

王
」
と
呼
称
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
南
斉
の
永
明
八
年
（
四
九
〇
）
、
百
済
王
至
大
は
、
使
者
を
派
遣
し

て
、
思
事
を
告
げ
た
。
武
帝
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
謁
者
僕
射
の
孫

副
を
遣
わ
し
て
、
牟
大
を
「
策
命
」
し
、
そ
の
亡
祖
父
牟
都
を
つ
い

で
「
百
済
王
」
と
な
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
の
詔
を
、
南
斉
書
百

済
島
伝
は
、
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む

　
　
制
昌
孟
春
都
督
百
済
諸
軍
事
・
鎮
東
大
将
軍
・
百
済
王
牟
大
肉
池
以
レ
大

　
　
襲
晶
祖
父
牟
都
一
為
昌
百
済
王
一
即
レ
位
。

ま
た
、
南
街
斉
武
帝
紀
永
明
八
年
正
月
丁
巳
条
は
、
こ
れ
を

　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
　
以
島
行
管
済
王
泰
一
為
晶
鎮
東
大
将
軍
・
百
済
王
一

と
、
さ
ら
に
簡
明
に
記
し
て
い
る
。
牟
大
を
百
済
王
に
冊
封
し
た
辞

令
が
、
　
「
二
軍
」
と
記
す
血
書
形
式
を
と
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

か
っ
て
大
庭
脩
氏
の
論
文
と
関
連
し
て
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、

百
済
王
の
国
際
的
地
位
を
知
る
上
に
、
き
わ
め
て
示
唆
的
で
あ
る
北

思
わ
れ
る
。
ま
た
、
、
こ
れ
ら
を
考
察
す
る
さ
い
、
同
認
の
中
に
、

「
章
綬
」
の
拝
受
を
記
す
字
句
が
存
す
る
こ
と
に
注
羅
し
な
く
て
は

　
　
　
＠

な
る
ま
い
。
百
済
王
は
、
必
ず
や
、
末
尾
が
「
章
」
字
で
あ
る
金
印

紫
綬
を
授
与
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
差
文
は
、
　
〈
宋
百
済
王
之

章
〉
と
で
も
い
う
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
百

済
王
が
、
　
「
行
…
…
百
済
王
」
と
記
さ
れ
る
事
例
が
、
い
ま
一
つ
あ

る
。
余
隆
の
時
の
も
の
，
で
あ
る
。

　
百
済
は
、
百
済
王
老
大
が
、
永
明
八
年
・
建
武
二
年
（
四
九
五
）
の

両
度
に
わ
た
る
爾
斉
へ
の
上
使
朝
貢
の
の
ち
、
し
ば
ら
く
南
朝
と
の

通
交
が
絶
え
、
正
式
に
は
、
梁
の
普
通
二
年
（
五
二
一
）
一
一
凋
に
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
っ
て
、
よ
う
や
く
、
そ
の
関
係
が
回
復
し
た
ら
し
い
。
す
な
わ
ち
、

余
隆
は
、
　
「
始
復
遣
レ
使
奉
レ
表
」
じ
、
こ
れ
に
対
し
て
、
高
祖
は
次

の
よ
う
な
詔
を
下
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
　
行
都
督
百
済
諸
軍
事
・
鎮
東
大
将
軍
・
百
済
王
余
隆
、
守
晶
藩
海
外
一

　
・
遠
脩
二
貢
職
嚇
蓮
誠
款
劉
、
朕
有
レ
嘉
焉
。
宜
下
三
八
旧
章
一
授
即
藪
栄
命
嘉
。

　
　
可
二
使
持
節
・
都
督
百
済
諸
軍
事
・
寧
東
火
将
軍
・
百
済
王
刃

と
こ
ろ
で
、
百
済
王
の
場
合
、
　
「
行
…
…
百
済
王
」
と
い
う
記
載
が
、

と
く
に
詔
文
中
に
み
え
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、

あ
き
ら
か
に
、
冊
封
さ
れ
る
以
前
の
百
済
王
が
、
正
式
に
は
、
　
「
行
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百
済
王
」
と
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
確
実
な
証
拠
で
あ
る
。
も
っ
と

も
、
こ
の
「
行
…
…
」
は
、
王
号
に
の
み
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

「
使
持
節
・
都
督
百
済
諸
軍
事
・
雌
蕊
大
将
軍
」
の
称
号
に
し
て
も
、

そ
れ
ら
が
除
授
さ
れ
た
も
の
で
な
い
限
り
「
行
使
持
節
・
都
督
百
済

諸
軍
事
・
鎮
東
大
将
軍
」
な
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
当
行
○
○
王
」
を
検
討
す
る
素
材
と
し
て
、
宕
昌
王
の
場

合
を
次
に
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
梁
弥
頷
は
、
梁
弥
機
の
あ
と
を
つ
ぎ
、
永
明
三
年
（
四
八
五
）
、
南

斉
よ
り
「
宕
三
王
」
に
封
ぜ
ら
れ
る
が
、
南
罫
書
宕
昌
伝
に
は
、
次

の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

　
㈲
乾
田
、
行
宕
昌
王
梁
弥
頗
、
忠
三
内
附
、
転
置
績
西
服
↓
里
下
加
＝
爵

　
　
回
り
式
隆
申
藩
屏
上
。
可
二
使
持
節
・
三
河
・
涼
二
三
三
軍
事
・
安
西
将

　
　
軍
・
四
一
校
尉
・
河
・
涼
二
州
刺
史
・
朧
西
公
・
宕
昌
門
司

こ
の
よ
う
に
、
梁
弥
頷
は
、
　
「
行
至
嘱
王
」
か
ら
「
宕
昌
適
し
に
冊

封
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
も
、
詔
文
の
中
に
「
行
宕
昌

王
」
と
あ
る
点
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
同
誌
に
は
、
頷
の
死
後

に
立
っ
た
梁
弥
承
の
場
合
に
も

　
　

　
α
・
氷
明
六
年
　
　
M
以
二
行
宕
日
田
王
梁
弥
承
一
晶
葡
昌
使
捧
狩
節
・
督
河
　
・
哺
緑
二
州
報
繭

　
　
軍
事
・
安
西
将
軍
・
東
莞
校
尉
・
河
・
涼
二
州
刺
史
・
宕
昌
王
浦

と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
宕
煙
室
の
場
合
、
梁
書
本
紀
に
も
「
行

為
昌
王
」
の
記
載
が
み
え
る
。
す
な
わ
ち
、

　
㈲
天
監
元
年
閏
四
月
丁
酉
　
以
＝
行
至
高
王
梁
弥
灘
｝
青
翠
安
西
将
軍
・
河
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
涼
二
州
刺
史
↓
正
一
一
封
宕
昌
王
4

　
㈲
天
監
四
年
四
月
丁
巳
　
以
＝
行
宕
昌
王
梁
弥
博
一
為
呂
安
西
将
軍
・
河
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
涼
二
州
刺
史
・
宕
畠
王
鴻

　
　

　
α
大
同
七
年
二
月
乙
巳
　
以
二
行
宕
昌
王
梁
弥
泰
一
為
昌
平
西
将
軍
・
河
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
梁
二
州
刺
史
・
宕
葦
戸
圃

と
あ
る
の
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
③
・
の
が
、
も
っ
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

正
確
な
記
載
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
㈲
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う

に
、
菖
は
、
「
行
事
昌
王
」
か
ら
、
ま
さ
に
「
宕
三
王
」
に
「
正
封
」

さ
れ
た
の
で
あ
り
、
ほ
か
に
授
け
ら
れ
た
官
号
に
「
安
西
将
軍
・
河

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

．
涼
二
州
刺
史
」
な
ど
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
◎
・
α
は
、
㈲
の

「
正
封
」
が
省
略
さ
れ
た
形
で
あ
り
、
こ
れ
が
、
さ
ら
に
簡
略
化
さ

れ
る
と
、
南
正
書
本
紀
の
よ
う
に

　
㈱
永
明
六
年
五
月
甲
午
　
以
一
一
宕
昌
王
三
兵
承
一
為
＝
河
・
涼
二
州
刺
史
刃

と
な
る
。
こ
れ
は
、
　
「
行
宕
昌
王
」
か
ら
「
宕
昌
王
」
に
「
認
証
」

さ
れ
る
段
階
を
は
ぶ
き
、
す
で
に
「
宕
昌
王
」
に
封
ぜ
ら
れ
た
も
の

と
し
て
、
梁
弥
承
が
え
た
官
職
は
「
河
・
涼
二
州
刺
史
」
で
あ
っ
た

と
い
う
記
載
方
法
で
あ
ろ
う
。
宕
謀
議
の
冊
封
記
事
を
検
討
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
㈱
．
劒
．
◎
．
④
の
四
種
の
記
載
法
を
知
る
こ
と
が
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で
き
た
わ
け
で
あ
る
。
㈲
は
、
冊
封
さ
れ
る
官
爵
の
す
べ
て
を
冠
し
、

㈲
は
、
授
爵
さ
れ
る
官
爵
の
う
ち
主
要
な
も
の
だ
け
を
、
他
は
略
し

な
が
ら
も
正
確
に
記
す
場
合
で
あ
り
、
◎
は
、
㈲
を
さ
ら
に
略
し
た

も
の
、
㈲
は
、
正
封
を
略
し
、
さ
ら
に
◎
を
簡
略
に
し
た
も
の
、
と

い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
う
ち
、
⑤
と
◎
を
一
種
に
数
え
る
と
、

中
国
史
書
の
諸
国
王
冊
封
の
記
事
は
、
大
体
、
以
上
の
三
種
に
ま
と

め
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。

　
「
行
○
○
王
」
の
検
討
を
通
し
て
、
中
国
王
朝
の
封
冊
を
う
け
る

諸
外
国
王
が
、
ど
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
た
か
知
り
え
た
こ
と
と
思
う
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
た
と
え
ば
、
善
書
本
紀
の
元
嘉
一
五
年
夏
四
月
己

三
条
に
記
さ
れ
た
「
以
晶
倭
国
王
珍
㎝
為
温
安
東
将
軍
こ
の
記
華
は
、

本
来
は
、
　
〈
以
二
行
倭
国
王
珍
一
票
呂
安
東
将
軍
一
、
正
二
封
倭
国
手
〉

と
で
も
記
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
理
解

さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
倭
国
王
の
珍
や
武
の
自
称
称
号
も
、
正
式
に
は

「
行
…
…
」
と
記
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

四
、
「
承
制
三
三
」
と
「
除
正
」
要
請

　
授
爵
以
前
の
官
爵
を
「
行
…
…
」
と
記
す
方
式
は
、
王
に
の
み
限

ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
大
明
二
年
（
四
五
八
）
、
百
済
王
余
慶

は
、
遣
釣
上
表
し
て
「
行
冠
軍
将
軍
・
右
賢
王
余
丁
」
等
一
一
人
の

除
正
を
求
め
た
。
孝
武
帝
は
、
王
気
は
許
さ
な
か
っ
た
が
、
将
軍
号

に
つ
い
て
は
、
「
以
轟
行
冠
軍
将
軍
・
青
葱
王
余
紀
一
為
二
冠
軍
将
軍
一
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

等
と
、
そ
の
要
請
を
い
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
百
済
王
牟
大
は
、

永
明
八
年
（
四
九
〇
）
、
潜
思
上
表
し
て
、
「
専
行
寧
朔
将
軍
仁
心
瑛
」

等
四
人
に
つ
い
て
、
「
依
レ
寸
志
仮
呂
聖
職
ハ
柵
下
恩
慈
、
聴
レ
除
レ
所
レ

仮
」
と
願
っ
た
。
そ
の
「
行
職
に
仮
」
す
る
や
り
方
は
、
た
呪
え
ば
、

「
凝
望
将
軍
・
面
中
止
姐
瑛
、
矢
島
賛
時
務
ハ
武
功
並
列
。
今
仮
一
一
行

　
　
　
　
　
　
　
㊧

落
車
将
軍
・
都
漢
王
一
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
牟
大
は
、
こ
の

ほ
か
、
善
業
の
「
行
当
威
将
軍
・
尊
信
太
守
兼
学
史
臣
高
達
」
等
一
二

人
を
も
「
各
庁
昌
行
等
し
し
、
　
「
除
正
」
を
願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
の
「
行
職
に
仮
」
す
る
や
り
方
も
、
姐
瑳
ら
の
場
合
と
同

様
で
、
た
と
え
ば
、
「
達
、
辺
効
夙
著
、
勤
呂
労
公
務
ハ
今
仮
昌
行
龍
験

将
軍
・
偉
方
太
守
一
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
　
こ
れ
ら
に
対
し
て

南
斉
の
武
儀
は
、
「
詔
可
。
並
賜
二
軍
号
｛
除
二
太
守
一
」
し
た
の
で
あ

⑳る
。
百
済
王
の
牟
大
が
要
回
し
た
も
の
の
う
ち
、
王
・
三
号
に
対
す

る
授
爵
は
な
か
っ
た
が
、
「
三
号
」
と
「
太
守
」
号
の
要
請
は
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
ま
ま
許
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
牟
大
は
、
建
武
二
年
（
四
九
五
）
に

も
遣
使
上
表
し
、
沙
法
名
ら
四
人
の
重
臣
に
は
治
験
と
王
・
侯
号
、
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慕
遺
与
四
人
の
遣
使
に
は
、
大
体
に
お
い
て
軍
号
と
太
守
号
を
、

「
各
仮
呂
行
過
ハ
伏
願
聖
朝
、
特
等
昌
除
正
一
」
と
願
い
、
明
帝
ま
た
、

王
・
侯
号
は
認
め
な
か
っ
た
が
、
　
「
詔
可
。
並
賜
昌
軍
号
一
」
つ
た
の

　
　
⑱

で
あ
る
。

　
以
上
に
み
た
如
く
、
百
済
王
は
、
そ
の
朝
臣
を
、
　
「
行
○
○
将
軍

・
○
○
王
（
侯
）
」
と
か
、
「
行
○
○
将
軍
・
○
○
太
守
」
に
任
じ
て
、

甫
朝
の
講
授
（
除
正
）
を
求
め
た
の
で
坐
る
。
そ
し
て
、
そ
の
除
授

を
う
け
た
と
き
、
、
「
行
」
が
と
れ
、
は
じ
め
て
真
の
「
○
○
将
軍
」

と
か
、
　
「
○
○
太
守
」
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
百
済

王
が
、
自
己
の
朝
臣
に
官
爵
を
授
け
る
こ
と
は
、
本
来
な
ら
、
な
に

も
中
国
王
朝
の
認
可
を
要
す
る
よ
う
な
も
の
と
も
思
わ
れ
な
い
の
で

あ
る
が
、
百
済
王
は
、
あ
え
て
「
仮
二
行
職
（
行
署
）
一
」
し
、
そ
れ

を
中
国
王
朝
に
「
男
心
」
し
て
も
ら
う
と
い
う
手
の
こ
ん
だ
複
雑
な

任
命
形
式
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
形
式
を
と
っ
た
も
の
に
、

は
、
東
夷
系
諸
国
に
は
、
ほ
か
に
倭
国
王
の
珍
・
済
・
武
の
場
合
が

　
⑭

あ
る
。
倭
国
王
や
百
済
王
が
、
わ
ざ
わ
ざ
、
か
か
る
手
続
き
の
も
と

に
、
臣
下
の
除
授
を
行
な
っ
た
の
に
は
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
り
、

そ
こ
に
は
、
ま
た
種
々
の
政
治
情
勢
が
推
測
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
、
こ
の
〈
仮
授
〉
の
問
題
を
、
別
の
側
面
か
ら
考
え
て
み

た
い
。

　
ま
ず
、
河
西
王
の
場
合
か
ら
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
河
西
の
温
渠

蒙
遜
は
、
北
魏
の
神
門
四
年
（
四
三
一
）
八
月
、
そ
の
子
安
周
を
遣
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

し
、
北
魏
朝
廷
に
入
侍
せ
し
め
た
。
そ
こ
で
、
北
魏
の
太
武
帝
は
、

九
月
、
李
順
を
遣
わ
し
、
　
「
河
西
王
沮
渠
蒙
遜
」
を
拝
し
て
、
　
「
仮

節
・
侍
中
・
都
督
各
州
及
西
域
・
禿
・
戎
諸
軍
事
・
行
征
西
大
将
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

・
大
傅
・
涼
州
牧
・
涼
王
」
と
為
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
冊
書
に
は
、

「
割
し
雲
州
之
武
威
・
張
抜
・
敦
煙
・
酒
泉
・
西
海
・
金
城
・
西
平

七
郡
一
封
レ
王
為
曽
隅
涼
心
隔
」
と
か
、
更
に
は
「
又
命
レ
王
建
レ
国
、
署
鵠

将
相
群
卿
百
官
ハ
承
レ
制
仮
授
、
除
毛
文
官
刺
史
以
還
、
武
官
撫
軍
以

下
鴨
建
昌
天
子
族
望
ハ
出
入
警
曝
、
如
鵠
漢
初
諸
侯
王
故
事
こ
な
ど

　
　
　
　
　
⑬

と
み
え
て
い
る
。
こ
こ
に
「
承
レ
制
鼻
詰
、
除
昌
文
宮
刺
史
以
還
、
武

宮
撫
軍
以
下
こ
と
あ
る
点
に
注
目
し
た
い
。
　
こ
れ
は
、
蒙
遜
が
、

そ
の
属
下
を
、
文
官
で
は
刺
史
以
下
に
任
じ
、
武
官
で
は
撫
軍
将
軍

以
下
に
任
ず
る
こ
と
を
、
北
爆
よ
り
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な

お
、
当
時
の
北
魏
の
官
品
表
は
不
明
で
あ
る
が
、
太
衝
一
七
年
λ
四

　
　
　
　
　
　
⑭

九
三
）
制
の
も
の
に
よ
っ
て
、
将
軍
関
係
の
も
の
を
示
せ
ば
、
以
下

の
通
り
で
あ
る
。
　
．

　
官
品
の
点
は
、
と
も
か
く
と
し
て
も
、
各
将
軍
の
地
位
の
高
低
に
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第2表　将軍を中心としてみたる北魏官品表（抄）　〔太和17年糊〕

正一贔 従一贔 正二品 従二品

上大　　将　　虫

下儀同義司
　都督中外諸軍転

業｝将軍・

　　　衛将軍⑨

上　尚　　雷　　令

　都督府州諸軍事

中四征将軍③
⑨
　
　
⑤

軍
　
軍

爵
寸
　
　
翻
寸

場
　
　
　

‡　
鎮
軍
軍
軍

四
中
鎮
撫

下

の
鯨
軍

三
諸
将

　
州
一

宮
三
軍
軍

｛
督

α
都
領
護

上

⑨
⑦

軍
軍
侍

将
　
常

　
、
将

安
　
騎

四
凡
散

下

　
⑤

軍
馬
軍

詩
寸萄

将
将

雄
平
衛

前
略
左

上

軍
寮
軍

　
軍

将
諸
将

　
州

衛
一
衛

　
督

武
都
右

下

〔割註〕　①二将軍加大者在位三司上④加大者次尚書令

　　　②加大望次儀同項司　　　⑤加大者秩次四宝下

　　　③加三者次衛将軍　　　　⑥加点者秩次三舌下

⑦三品巴下五品已上加大発

⑧二大者秩次護軍門

正…三　品 従主品 正　四　品 従四　品

軍
軍
軍

瀞
寸
諒
寸
診
寸

耳
重
1
4
1

溺
国
駿

征
輔
龍

上

中護何奴発戒夷蛮

　越中郎将

下通直散騎常侍1
　護莞戒夷蛮越
　：校尉

侍
軍
軍

堕
B
　
　
押
明

マ
　
　
　
キ

騰
輝

粥
騎
鮭

員
驕
前

上

下鋏遠
　安遠
　遥遠
　建中
　建節
　立義
　立忠

節
武
武
武
武
雄
出

立
恢
勇
知
昭
顕
直

上散騎
　中堅
　中塁

郎
朔
威

　
寧
揚

侍

中通解散騎侍郎
ll｝将軍

下建武
　南武．

　奮武

武
武
威

揚
広
広

上諸開麻長史

中諸開府司馬

下員外散騎侍郎

難｝一

　左右積四身壷将軍

　二二将軍

は
、
お
そ
ら
く
大
き
な
変
化
は
あ
る
ま
い
。
こ

れ
を
も
と
に
考
え
る
と
、
蒙
塵
が
自
己
の
僚
属

に
軍
号
を
与
え
る
場
合
、
そ
の
軍
民
が
「
行
征

　
　
　
⑳

西
大
将
軍
」
で
あ
る
以
上
、
r
「
四
征
」
将
軍
は
、

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
「
四
鎮
」
将
軍
を
与
え
る
こ

と
も
む
ず
か
し
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

沮
渠
氏
は
、
そ
の
範
囲
を
こ
え
て
、
僚
属
に
、

そ
れ
ら
の
軍
号
を
与
え
て
い
た
ら
し
い
。
そ
れ

は
、
北
涼
征
伐
に
さ
い
し
、
北
涼
の
罪
を
数
え

上
げ
た
、
い
わ
ゆ
る
十
二
罪
の
中
に

　
承
レ
勅
、
過
昌
限
鞍
↓
仮
晶
征
・
鎮
｛
罪
八
也
。

と
あ
璽
と
に
よ
・
て
知
ら
れ
よ
う
・
河
西
王

沮
渠
氏
が
、
限
ら
れ
た
範
囲
を
こ
え
て
、
　
「
征

・
鎮
」
、
　
つ
ま
り
「
四
征
将
軍
・
四
二
将
軍
」

な
ど
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
、
北
魏
へ
の
不
従

順
行
為
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を

ま
と
め
る
と
、
　
〈
沮
渠
氏
は
、
北
魏
皇
帝
の
命

を
う
け
て
（
「
承
レ
制
」
・
「
承
レ
勅
」
）
、
自
己
の

臣
下
に
将
軍
号
を
「
三
三
」
し
て
も
よ
い
が
、
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そ
れ
は
、
「
撫
軍
」
将
軍
以
下
で
あ
り
、
そ
の
範
囲
を
こ
え
た
（
「
過
誤

限
綴
こ
）
、
　
「
四
壁
」
将
軍
・
「
四
面
」
将
軍
な
ど
の
高
級
将
軍
を

「
仮
」
し
て
は
な
ら
な
い
〉
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
お
、
上
記

の
史
料
で
注
目
す
べ
き
は
、
河
西
王
が
、
そ
の
臣
下
へ
の
軍
号
授
与

を
許
可
さ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
「
仮
寧
」
と
さ
れ
て

い
る
点
で
あ
る
。
以
上
、
沮
渠
氏
の
「
宮
中
仮
授
」
の
あ
り
方
を
み

て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
当
時
の
中
国
王
朝
の
冊
封
に
関

す
る
考
え
方
が
知
ら
れ
る
貴
重
な
事
例
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

中
国
王
朝
の
冊
封
を
う
け
た
外
国
の
諸
王
は
、
自
己
の
僚
属
を
設
け
、

属
下
に
種
々
な
中
国
の
官
職
を
与
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
こ
に

は
定
め
ら
れ
た
範
囲
が
あ
り
、
そ
れ
を
逸
脱
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、

ま
た
、
そ
の
範
囲
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も

「
仮
授
」
で
あ
り
、
中
国
王
朝
の
官
職
と
澗
等
に
は
遇
し
え
な
い
の

で
あ
る
。
従
っ
て
、
も
し
、
　
「
製
本
」
以
上
の
も
の
を
望
む
と
す
る

な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
中
国
王
朝
か
ら
、
直
接
に
除
授
さ
れ
な
く
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
さ
き
の
五
世
紀
の
倭
国
や
百
済

に
み
ら
れ
た
、
臣
下
の
称
号
に
対
す
る
「
叙
正
」
要
求
こ
そ
、
そ
う

し
た
も
の
の
実
例
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

　
な
お
、
　
「
承
欄
仮
授
」
の
問
題
を
考
え
る
さ
い
、
高
昌
国
の
次
の

事
例
も
参
考
と
な
ろ
う
。
壁
書
異
域
伝
高
総
督
に
よ
る
と
、
そ
の
官

制
の
中
に
、
長
史
に
つ
ぐ
も
の
と
し
て
、
「
次
有
二
建
武
・
三
遠
・
陵

雲
・
殿
中
・
伏
波
等
将
軍
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
官
制

が
、
書
室
王
財
主
や
、
そ
の
子
の
堅
の
即
位
の
後
に
記
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
が
ら
み
て
、
そ
の
当
時
の
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
と
こ

ろ
で
、
麹
嘉
は
、
延
軽
罰
（
五
一
二
～
五
）
「
持
節
・
平
西
将
軍
・
瓜

州
刺
史
・
泰
臨
県
開
国
伯
」
に
封
ぜ
ら
れ
、
そ
の
死
後
「
鎮
西
将
軍

・
涼
州
刺
史
」
を
贈
ら
れ
、
堅
も
測
算
元
年
（
五
一
三
）
、
　
「
平
茸
将

軍
・
瓜
州
刺
史
・
泰
臨
県
伯
」
に
叙
せ
ら
れ
て
い
る
。
も
し
も
、
中

膜
王
が
、
　
「
承
制
仮
授
」
を
許
さ
れ
る
範
囲
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
く
建
武
将
軍
以
下
〉
位
の
も
の
で
あ
る
ま
い
か
。
な
ん
ら
欄
限

が
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
低
位
の
将
軍
号
を
、
高
昌
王
が
、
そ
の

属
下
に
授
け
る
こ
と
で
満
足
す
る
筈
も
あ
る
ま
い
。
こ
れ
は
、
や
は

り
、
高
昌
王
の
授
与
さ
れ
た
「
平
縫
将
軍
」
あ
た
り
を
基
準
と
し
て
、

「
承
制
仮
授
」
の
範
囲
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
最
高
の

武
官
で
も
「
建
武
将
軍
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
思
う
。
ま

た
、
ち
な
み
に
い
え
ば
、
三
和
二
三
年
（
四
九
九
）
糊
の
官
品
表
に
よ

る
と
、
平
西
将
軍
は
正
三
品
で
あ
り
、
建
武
将
軍
は
従
四
品
下
で
あ

る
。
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次
に
、
北
颪
の
漏
崇
の
場
合
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
北
振
蕩
薦

文
通
は
、
妻
の
王
氏
を
后
の
地
位
か
ら
斥
け
た
と
き
、
そ
の
子
の
崇

が
ら
「
世
子
」
あ
地
位
を
奪
い
、
こ
れ
を
肥
如
に
出
し
た
。
当
時
、

北
魏
は
寒
暑
征
伐
を
計
画
し
て
お
り
、
使
老
を
お
く
っ
て
、
そ
の
来

降
を
求
め
た
。
薦
崇
は
、
億
弟
ら
の
勧
め
も
あ
っ
て
、
こ
の
招
き
に

応
じ
た
。
北
魏
は
、
延
和
二
年
（
四
三
三
）
二
月
、
薦
崇
を
「
藤
西

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

王
」
に
封
じ
た
の
で
あ
る
。
聖
書
漏
心
労
の
薦
文
通
の
条
に
は
、

　
　
世
祖
遣
昌
咳
唾
髄
脳
継
↓
持
レ
節
、
拝
昌
崇
、
仮
節
・
侍
中
・
都
督
幽
・

　
　
平
二
州
・
東
夷
諸
軍
事
・
車
騎
大
将
軍
・
領
護
東
夷
校
尉
・
幽
・
平
二

　
　
州
際
｛
封
轟
遼
西
王
司
録
昌
其
国
尚
書
事
↓
食
二
遼
西
十
郡
浦
承
レ
制
仮
昌

　
！
授
文
官
尚
書
・
刺
史
、
武
宮
征
虜
已
下
崎

と
み
え
る
。
漏
崇
は
、
　
「
重
・
騎
大
将
軍
」
の
軍
号
を
し
て
、
自
己
の

属
下
を
、
武
官
で
は
、
　
「
平
温
」
将
軍
以
下
に
「
仮
払
」
す
る
こ
と

を
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
北
魏
は
、
性
感
を
追
わ
れ
た
愚
草
無
誹
に
代
っ
て
、
伊
吾

か
ら
敦
燈
に
南
面
し
た
李
宝
が
、
太
平
真
前
三
年
（
四
四
二
）
、
遣
借

上
表
す
る
と
、
そ
の
忠
款
を
嘉
し
、
使
者
を
遣
わ
し
て
、
「
授
‘
宝
、

使
持
節
・
侍
中
・
都
督
西
垂
諸
軍
事
・
鎮
西
大
将
軍
・
開
府
儀
同
志

司
・
領
護
西
戎
校
尉
・
呼
声
牧
・
馬
煙
公
一
」
け
、
こ
れ
を
敦
燵
に

鎮
せ
し
め
た
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
時
、
　
「
四
品
以
下
、
聴
乙
承
レ
制

　
　
　
　
　
　
　
⑪

黒
黒
こ
し
た
と
い
う
。
　
こ
の
場
合
、
軍
号
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で

な
い
が
、
第
2
表
の
北
魏
官
品
表
に
よ
れ
ば
、
中
堅
・
中
墨
・
寧
朔

な
ど
か
ら
、
建
威
・
振
威
・
奮
威
、
そ
れ
に
建
武
な
ど
の
将
軍
号
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

知
ら
れ
、
こ
れ
ら
は
、
ま
た
、
晋
宮
品
表
の
軍
属
と
大
差
が
な
い
。

従
っ
て
、
大
体
は
、
以
上
の
よ
う
な
軍
号
か
ら
は
じ
ま
る
将
軍
の

「
仮
授
」
が
許
さ
れ
た
も
の
と
田
無
う
。

　
さ
て
、
蒙
遜
が
、
「
行
征
西
大
将
軍
」
の
地
位
に
あ
っ
て
、
「
承
制

仮
丁
」
を
認
め
ら
れ
た
軍
号
が
「
撫
軍
」
以
下
で
あ
り
、
薦
崇
は
、

「
車
騎
大
将
軍
」
と
い
う
高
位
に
あ
り
な
が
ら
、
　
「
承
制
仮
授
」
を

許
さ
れ
た
軍
号
は
「
征
馬
」
以
下
で
蔽
つ
た
。
ま
た
、
墨
書
は
、

「
鎮
西
大
将
軍
」
で
、
こ
れ
ら
よ
り
、
さ
ら
に
下
級
の
「
四
品
以
下
」

の
将
軍
一
お
そ
ら
く
、
征
虜
・
輔
国
・
龍
験
将
軍
な
ど
は
含
ま
れ
て

い
な
い
一
の
「
承
制
仮
授
」
を
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら

か
ら
考
え
る
と
き
、
　
「
承
制
仮
授
」
に
は
、
必
ず
し
も
、
王
の
有
す

将
軍
号
か
ら
何
階
級
下
の
も
の
を
臣
下
に
与
え
る
と
い
っ
た
よ
う
な

原
則
は
な
く
、
そ
の
範
囲
は
、
不
次
、
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

と
い
え
よ
う
。

　
以
上
、
も
っ
ぱ
ら
北
魏
関
係
史
料
に
よ
っ
て
、
　
「
承
制
端
野
」
の
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問
題
を
み
て
き
た
が
、
こ
う
し
た
あ
り
方
は
、
お
そ
ら
く
南
朝
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

い
て
も
行
な
わ
れ
て
い
た
も
の
と
思
う
。
い
ま
、
そ
う
し
た
前
提
に

立
っ
て
、
倭
国
王
と
百
済
王
の
臣
下
任
官
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

「
鎮
東
（
大
）
将
軍
」
の
百
済
王
が
、
自
己
の
属
下
に
与
え
た
最
高

級
の
軍
戸
が
「
征
虜
将
軍
」
で
あ
り
、
　
「
安
東
（
大
）
将
軍
」
の
倭

国
王
が
与
え
た
も
の
は
、
　
「
平
西
将
軍
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

一
体
、
な
に
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
豊
里
と
亭
号
の
場
合
を

比
較
し
て
み
る
と
、
蒙
遜
は
、
さ
き
に
も
み
た
如
く
、
ほ
ぼ
河
西
全

域
の
支
配
老
で
あ
り
、
薦
崇
は
、
摺
磨
王
の
一
族
で
は
あ
る
が
、
そ

の
支
配
領
域
は
、
い
た
っ
て
狭
小
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
北
魏
が
両
老
に
与
え
た
軍
号
に
よ
る
と
、

薦
崇
を
圧
倒
的
に
優
遇
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は

北
魏
の
政
治
的
配
慮
の
し
か
ら
し
め
た
と
こ
ろ
で
あ
ザ
、
表
面
的
な

も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
両
者
の
実
力
の
差
は
、
む
し
ろ
「
仮
授
」

を
認
め
ら
れ
た
軍
配
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

蒙
遜
が
「
行
征
西
大
将
軍
」
に
す
ぎ
な
い
の
に
、
　
「
撫
軍
将
軍
」
と

い
う
高
位
の
軍
号
の
仮
髪
を
許
さ
れ
、
濡
崇
は
「
箪
騎
大
将
軍
」
の

高
位
に
あ
り
な
が
ら
、
　
「
征
虜
将
軍
」
の
「
仮
授
」
し
か
許
さ
れ
て

い
な
い
の
で
あ
る
。
倭
国
王
と
百
済
王
の
場
合
に
も
、
こ
の
例
が
適

用
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
、
詳
し
く
は
、
な
お
、
今
後
の
検

討
に
ま
つ
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
、
倭
国
王
や
百
済
王

が
、
そ
の
臣
下
に
「
将
軍
」
号
を
「
仮
」
す
る
場
合
、
そ
こ
に
、
な

ん
ら
か
の
制
約
が
、
は
た
ら
い
て
い
た
も
の
と
推
測
す
る
に
と
ど
め

て
お
こ
う
。
な
お
、
百
済
王
は
、
　
「
太
守
」
号
を
「
仮
」
す
こ
と
が

許
さ
れ
て
い
た
が
、
河
西
王
（
涼
衣
）
の
蒙
遜
や
遼
西
王
の
薦
崇
は
、

北
魏
か
ら
で
は
あ
る
が
、
　
「
刺
史
」
を
「
昏
鐘
」
す
る
こ
と
を
許
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
　
〈
刺
史
V
を
配
下
に
従
え
た
王
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

て
は
、
武
都
王
の
場
合
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
以
上
、
　
い
ず
れ
も

「
百
済
王
」
の
国
際
的
地
位
を
示
唆
す
る
事
例
と
考
え
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。五

、
倭
国
王
と
「
都
督
百
済
諸
軍
事
」

　
元
嘉
一
五
年
（
四
三
八
）
、
　
〈
倭
国
王
〉
の
珍
は
、
　
〈
使
持
節
・
都

督
倭
・
百
済
・
新
羅
・
任
那
・
秦
韓
・
慕
韓
六
国
諸
軍
事
・
安
閑
大

将
軍
・
倭
国
王
〉
と
自
称
し
、
　
「
弾
正
」
を
求
め
た
が
、
こ
れ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
言

文
帝
の
い
れ
る
と
こ
ろ
と
な
ら
ず
、
元
嘉
二
八
年
（
四
五
一
）
、
済
の

時
に
い
た
っ
て
、
よ
う
や
く
「
使
持
節
・
都
督
倭
・
新
羅
・
任
那
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

加
羅
・
秦
韓
・
慕
韓
六
国
諸
軍
事
」
・
「
安
東
大
将
軍
」
に
進
め
ら
れ
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、

た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
『
都
督
諸
軍
事
』
の
内
容
は
、
か

っ
て
珍
が
「
除
正
」
を
求
め
た
も
の
と
若
干
違
っ
て
い
た
。
す
な
わ

ち
、
「
百
済
」
を
省
き
、
「
加
羅
」
を
い
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

後
、
昇
明
二
年
（
四
七
八
）
、
武
は
、
ふ
た
た
び
「
百
済
」
を
含
め
た

〈
使
持
節
・
都
督
倭
・
百
済
・
新
羅
・
任
那
・
加
羅
・
秦
韓
・
慕
韓

七
国
諸
軍
事
・
安
東
大
将
軍
・
開
府
儀
同
期
司
・
倭
国
王
〉
と
「
自

仮
」
し
、
そ
の
校
正
を
求
め
た
。
し
か
し
、
宋
朝
は
、
今
度
も
そ
の

除
正
に
さ
い
し
て
、
　
『
都
督
諸
軍
事
』
の
中
か
ら
「
百
済
」
を
外
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ま
た
「
開
府
儀
同
三
司
」
も
省
い
た
の
で
あ
る
。
宋
朝
が
「
百
済
」

を
、
倭
国
王
の
『
都
督
諸
軍
事
』
の
中
に
含
め
る
こ
と
を
肯
ん
じ
な

か
っ
た
の
は
、
当
時
の
宋
朝
を
め
ぐ
る
国
際
情
勢
と
密
接
な
関
連
が

あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
宋
朝
は
、
高
句
麗
に
、
宋

朝
の
最
大
の
敵
国
で
あ
っ
た
北
魏
牽
制
の
役
割
を
期
待
し
た
が
、
高

句
麗
は
、
必
ず
し
も
頼
み
と
し
が
た
い
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

さ
ら
に
、
こ
の
高
句
麗
を
背
後
か
ら
下
欄
す
る
位
置
に
あ
っ
た
百
済

に
大
き
な
期
待
を
よ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
百
済
が
、
南
朝
に

よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
で
は
、
あ
ま
り
利
用
価
値
の
な
い
倭
国
よ

り
も
、
高
く
評
価
さ
れ
た
理
由
が
あ
っ
た
も
の
と
思
う
。
こ
れ
に
よ

っ
て
も
、
百
済
の
国
際
的
な
地
位
の
高
さ
は
理
解
し
う
る
と
思
う
が
、

こ
こ
で
は
、
さ
ら
に
別
の
観
点
か
ら
、
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

な
お
、
こ
れ
は
、
南
朝
が
倭
国
王
の
『
都
督
諸
軍
事
』
の
中
に
、

「
百
済
」
を
含
め
な
か
っ
た
の
は
、
す
で
に
、
百
済
王
が
、
早
く
に

「
都
督
百
済
諸
軍
事
」
を
授
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な

い
か
、
と
の
自
問
に
対
す
る
自
答
で
も
あ
る
。

　
『
都
督
諸
軍
事
』
が
、
あ
る
地
域
に
お
け
る
軍
事
的
支
配
権
を
示

す
も
の
で
あ
る
以
上
、
本
来
は
、
複
数
の
も
の
に
、
そ
れ
が
対
等
に

与
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
あ
り
え
な
い
筈
で
あ
る
。
ま
し
て
、
行
政
権

を
委
ね
ら
れ
る
「
刺
史
」
に
い
た
っ
て
は
、
な
お
さ
ら
、
そ
う
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
来
、
お
こ
り
う
べ
く
も
な
い
、
こ

れ
ら
の
事
態
が
、
南
朝
を
め
ぐ
る
国
際
社
会
に
お
い
て
、
お
こ
っ
て

　
　
　
　
　
＠

い
た
の
で
あ
る
。
、

　
吐
谷
渾
王
慕
環
は
、
文
帝
に
よ
っ
て
、
元
嘉
九
年
目
四
三
二
）
、
「
使

持
節
・
散
夏
鳥
侍
・
都
督
函
秦
・
河
・
沙
三
州
諸
軍
事
・
征
西
大
将

軍
・
西
面
・
河
二
州
刺
史
・
領
護
禿
校
尉
・
朧
西
王
」
に
封
ぜ
ら
れ

た
が
、
こ
の
頃
、
河
西
王
蒙
遜
は
、
す
で
に
「
使
持
節
・
侍
中
・
都

督
涼
・
秦
・
河
・
沙
四
州
諸
軍
事
・
車
騎
大
将
軍
・
開
府
儀
同
三
司

・
領
護
飼
奴
中
郎
将
・
西
夷
校
尉
・
輔
導
刺
史
・
河
西
王
」
と
い
う

称
号
を
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
両
者
の
軍
事
権
を
意
味
す
る
『
都
督
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諸
軍
事
』
の
内
容
を
比
較
す
る
と
、

の
も
の
と
し
て
も
、
　
「
河
」
・
「
沙
」

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、

第3表　河西・吐谷渾・宕昌三国王と軍事・行政権

年代 蝸ﾁ1難黙，1薪鵠

432一・・2｛麟軍王｛

423－444陣王回…■・1・回
回○ゆ則○ゆ

476一一505 陪駐iO1 10日○口○

吐
谷
渾
王
の
坐
上
は
、
「
使
持
節
・
（
都
）

軍
事
・
蓬
髪
大
将
軍
・
開
府
儀
同
三
司
・
領
解
莞
校
尉
・
西
秦
・
河

二
州
刺
史
・
河
南
王
」
の
称
号
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
宋
朝
は
、

「
河
州
刺
史
」
を
、
同
時
に
二
名
も
任
じ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ

　
　
「
記
載
」
と
「
秦
」
を
一
応
別

　
　
の
二
州
は
、
両
軍
に
共
有
さ
れ

　
こ
の
状
態
は
、
形
の
上
で
は
、
す

く
な
く
と
も
、
沮
渠
安
周
が
、
「
使

持
節
・
散
赤
地
侍
・
都
督
涼
」
河
・

沙
三
州
諸
軍
事
・
征
西
将
軍
・
領
西

域
戊
巳
校
尉
・
涼
州
刺
史
・
河
西

王
」
に
封
ぜ
ら
れ
た
、
元
嘉
二
一
年

（
四
四
四
）
ま
で
続
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
ま
た
、
か
か
る
錯
綜
関
係
は
、
修

善
渾
王
と
宕
昌
王
の
間
に
も
み
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
莞
王
の
梁
瑛
葱
は
、

孝
武
断
に
よ
っ
て
、
大
明
元
年
（
四

五
七
）
、
「
河
州
刺
史
・
宕
昌
王
」
に

封
ぜ
ら
れ
る
が
、
こ
の
時
、
す
で
に

　
　
　
　
督
頭
秦
・
河
・
沙
三
州
到

れ
は
、
梁
応
機
が
、
元
徽
四
年
（
四
七
六
）
、
　
「
使
持
節
・
督
河
・
涼

二
州
（
諸
軍
事
）
・
安
酉
将
軍
・
東
莞
校
尉
・
河
・
涼
二
州
刺
史
・

理
乱
公
」
に
封
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
事
態
は
複
雑
に

な
っ
て
く
る
。
な
ぜ
な
ら
、
当
時
、
拾
寅
は
、
　
「
月
一
大
将
軍
」
と

い
う
高
級
軍
号
を
お
び
て
、
さ
き
の
称
号
を
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
宋
朝
は
、
　
「
河
州
刺
史
」
を
、
吐
谷
渾
と
宕
昌
の
両
王
に
与
え

た
だ
け
で
は
な
く
、
　
「
河
州
」
に
お
け
る
軍
事
権
一
「
督
河
州
諸
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

事
」
1
票
差
，
聖
王
に
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ

以
後
も
、
河
州
の
行
政
権
を
に
ぎ
る
「
河
州
刺
史
」
と
、
軍
事
権
を

に
ぎ
る
「
（
都
）
督
河
州
諸
軍
事
」
の
地
位
は
、
吐
谷
渾
お
よ
び
宕

昌
の
両
王
に
、
と
も
に
与
え
ら
れ
て
い
く
。

　
と
こ
ろ
で
、
河
西
王
と
吐
恩
田
王
の
場
合
の
よ
う
に
、
同
一
地
域

に
お
い
て
、
同
資
格
の
軍
事
権
の
行
使
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、

さ
ら
に
は
、
吐
谷
単
蹄
と
門
戸
王
の
場
合
の
よ
う
に
、
同
一
地
域
に

お
け
る
軍
事
権
の
み
で
な
く
、
行
政
権
ま
で
も
、
共
有
さ
せ
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
、
本
来
な
ら
ば
、
あ
り
う
べ
き
こ
と
で
は
な
い
、
異

常
な
事
態
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
異
常
さ
が
、

さ
ほ
ど
異
常
と
も
感
ぜ
ら
れ
ず
に
、
南
朝
で
は
、
か
な
り
長
期
に
わ

た
り
、
ま
た
、
多
数
の
王
に
、
そ
う
し
た
事
態
を
認
め
て
き
た
の
で
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あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
十
分
注
目
に
値
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま

り
、
南
朝
は
、
同
時
期
に
、
同
一
地
域
の
軍
事
的
・
行
政
的
支
配
権

を
、
複
数
」
す
く
な
く
と
も
二
名
1
の
外
国
の
王
に
与
え
て
い
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
南
朝
の
授
爵
が
、
諸
外
国
の
君
主
の
主
張
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
に
行
な
わ
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
せ
い
で
は
あ
る
ま
い
か
。
南
朝

と
し
て
も
、
実
質
的
な
支
配
を
行
な
っ
て
い
な
い
地
域
に
お
い
て
は
、

適
確
な
惜
勢
も
把
握
し
え
ず
、
従
っ
て
、
そ
の
地
の
支
配
権
を
主
張

す
る
も
の
が
数
名
い
て
、
し
か
も
、
彼
等
の
間
に
、
未
だ
排
他
的
な
、

実
質
支
配
権
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
主
張
を

共
に
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
授
爵
を
う

け
る
側
か
ら
い
え
ば
、
肝
要
な
こ
と
は
、
実
力
を
も
っ
て
、
そ
の
地

に
お
け
る
支
配
権
を
確
立
す
る
こ
と
で
は
あ
っ
て
も
、
い
ま
だ
他
の

勢
力
を
圧
倒
し
き
れ
な
い
以
上
、
潜
在
的
な
支
配
権
と
で
も
い
っ
た
、

も
の
を
、
国
際
社
会
－
当
時
の
東
ア
ジ
ア
社
会
の
中
心
は
、
大
別
す

れ
ば
、
中
国
南
朝
と
中
国
北
朝
に
二
分
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
場
合
は
、

南
朝
を
中
心
と
す
る
も
の
を
い
う
一
の
中
で
承
認
を
う
け
、
轟
轟
に

備
え
る
こ
と
も
、
ま
た
意
義
あ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。

　
さ
て
、
か
か
る
検
討
に
も
と
づ
い
て
、
倭
国
王
の
称
号
を
考
え
る

と
き
、
宋
朝
が
、
そ
の
称
号
の
中
に
「
百
済
」
を
含
め
る
こ
と
を
認

め
な
か
っ
た
こ
と
の
意
味
が
、
か
な
り
の
重
味
を
お
び
て
理
解
さ
れ

て
く
る
の
で
あ
る
。
南
朝
は
、
同
一
地
域
の
軍
事
・
行
政
権
を
、
複

数
の
外
国
王
に
認
め
る
こ
と
に
、
決
し
て
、
や
ぶ
さ
か
で
は
な
か
っ

た
。
し
か
る
に
、
倭
国
王
の
執
拗
な
要
請
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
つ
い

に
「
百
済
」
に
対
す
る
軍
事
的
支
配
権
一
「
都
督
百
済
諸
軍
事
」
－

を
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
南
朝
の
、
こ
れ
だ
け
は

ゆ
ず
れ
な
い
と
い
っ
た
、
め
ず
ら
し
く
積
極
的
な
姿
勢
が
う
か
が
え

る
よ
う
に
思
う
。
す
な
わ
ち
、
す
で
に
、
　
「
百
済
王
」
に
「
都
督
百

済
諸
軍
事
」
を
与
え
て
い
た
か
ら
と
い
う
よ
う
な
消
極
的
な
理
由
で

は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
南
朝
が
、
最
強
の
敵
国
北
魏

を
締
め
つ
け
る
国
際
的
連
環
の
中
に
、
百
済
を
が
っ
ち
り
と
は
め
こ

ん
で
、
そ
の
弱
化
を
認
め
ま
い
と
す
る
、
爾
朝
の
国
際
政
策
の
中
に

求
め
ら
る
べ
き
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
な
お
，
こ
の
、
南
朝
が
、
同
一
地
域
の
軍
事
・
行
政
権
を
複
数
の

外
国
王
に
与
え
て
、
そ
れ
ほ
ど
気
に
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

は
、
建
元
元
年
（
四
七
九
）
の
加
羅
国
王
の
冊
封
を
理
解
す
る
上
に
も

有
益
で
あ
る
。
南
斉
は
、
そ
の
新
王
朝
成
立
の
年
、
加
羅
国
王
荷
知

が
遣
使
朝
貢
し
て
く
る
と
、
そ
の
奉
蟄
を
嘉
し
、
こ
れ
を
「
輔
国
将
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軍
・
本
国
（
加
羅
国
）
王
」
に
封
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
藤
間
生
大
氏

は
、
こ
の
加
羅
国
の
南
斉
朝
貢
に
つ
い
て
、
　
「
加
羅
は
宋
な
ら
ぬ
他

の
王
朝
で
な
け
れ
ば
、
自
分
の
自
立
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
加
羅
に

対
す
る
倭
の
軍
事
権
を
み
と
め
る
宋
朝
に
対
し
て
、
非
合
法
を
お
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

な
う
こ
と
に
な
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
、

宋
朝
が
加
羅
に
対
す
る
倭
の
軍
事
的
支
配
権
を
認
め
て
い
る
の
で
、

加
羅
と
し
て
は
、
宋
朝
に
対
し
て
自
分
の
自
立
を
主
張
で
き
ず
、
宋

朝
が
南
斉
新
王
朝
に
か
わ
っ
た
と
き
、
は
じ
め
て
、
そ
の
自
立
を
主

張
し
え
た
、
と
い
う
こ
と
を
い
わ
れ
た
も
の
と
思
う
。
し
か
し
、
こ

の
藤
間
氏
の
見
解
に
は
、
さ
き
の
検
討
か
ら
み
て
、
若
干
の
疑
問
が

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
南
朝
は
、
同
一
地
域
の
軍
事
権
や
行
政
権
を
、

必
ず
し
も
、
一
国
王
に
だ
け
認
め
る
と
い
う
態
度
は
と
っ
て
い
な
い

の
で
あ
る
。
倭
国
王
に
「
加
羅
」
の
軍
事
的
支
配
権
を
認
め
た
か
ら

と
い
っ
て
、
そ
れ
は
、
加
羅
国
王
の
自
立
を
認
め
る
支
障
に
は
な
ら

な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
倭
国
王
が
南
朝
か
ら
認
め
ら
れ

て
い
た
の
が
、
「
都
督
加
羅
諸
軍
事
」
で
あ
っ
て
、
「
加
羅
国
王
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

地
位
で
は
な
か
っ
た
点
も
注
目
さ
れ
よ
う
。
　
「
国
王
」
の
冊
封
と
、

『
都
督
諸
軍
事
』
の
加
号
と
は
、
形
式
的
に
は
別
の
も
の
で
あ
り
、

従
っ
て
、
加
羅
国
王
が
「
加
羅
国
王
」
に
封
冊
さ
れ
る
こ
と
は
、

「
倭
国
王
」
が
「
都
督
加
羅
諸
軍
事
」
を
授
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
、

な
ん
ら
抵
触
す
る
筈
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
加
羅
国
王

が
、
南
斉
か
ら
授
け
ら
れ
た
軍
号
は
、
　
「
輔
国
将
軍
」
と
い
う
、
他

の
諸
国
王
の
軍
号
に
比
し
て
、
き
わ
め
て
低
位
の
も
の
で
あ
っ
た
。

倭
国
王
の
珍
が
、
そ
の
臣
下
に
除
授
要
請
し
た
中
で
さ
え
も
比
較
的

下
位
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
百
済
王
の
罠
下
に
も
、
こ
れ
以
上
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

軍
号
鼻
毛
者
が
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
み
る
と
き
、
加

羅
国
王
の
南
斉
朝
貢
は
、
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
も
の
で
は
あ
る
が
、

当
時
の
国
際
社
会
に
お
け
る
、
そ
の
地
位
は
、
い
た
っ
て
低
い
も
の

で
あ
り
、
こ
の
前
後
に
南
朝
と
直
接
の
交
渉
を
も
ち
え
て
い
な
い
こ

と
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
そ
こ
に
、
そ
の
実
態
が
う
か
が
わ
れ
る
よ
う

で
あ
る
。

む
　
す
　
び

　
以
上
、
本
稿
は
、
臼
摩
と
朝
鮮
の
国
際
関
係
を
、
同
様
に
中
国
南

朝
の
冊
封
を
う
け
て
い
た
他
の
諸
外
国
の
事
例
と
関
連
さ
せ
て
検
討

し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
が
、
論
ず
る
と
こ
ろ
多
岐
に
わ
た
り
、

き
わ
め
て
ま
と
ま
り
の
わ
る
い
も
の
と
な
っ
た
。
以
下
に
、
そ
の
要

旨
を
記
し
、
本
稿
の
む
す
び
と
し
た
い
。
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五
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
の
国
際
社
会
に
お
い
て
、
日
本
や
朝
鮮
の
占

め
た
国
際
的
な
地
位
を
、
　
「
大
将
軍
」
や
「
将
軍
」
号
の
種
類
に
よ

っ
て
み
て
み
る
と
、
倭
国
の
国
際
的
な
地
位
は
、
宋
王
朝
の
時
代
に

は
、
か
な
り
低
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
末
期
に
は
、
百
済
の
弱

化
に
よ
る
相
対
的
な
向
上
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
そ
の
地
位
は
高
ま
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
梁
王
朝
に
い
た
る
と
、
外
交
関
係
の
途
絶
か
ら
、

ふ
た
た
び
、
倭
国
は
百
済
よ
り
も
、
は
る
か
に
低
く
評
価
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
。
な
お
、
そ
の
さ
い
、
国
際
関
係
の
分
析
視
点
と
し
て
、

「
将
軍
」
号
を
利
用
す
る
こ
と
の
可
否
が
問
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ

が
、
こ
れ
を
中
国
史
書
の
本
紀
と
外
国
伝
の
対
比
に
求
め
る
と
、
本

紀
は
、
　
「
刺
史
」
や
「
将
軍
」
を
称
号
の
代
表
曲
な
も
の
と
み
な
し

て
お
り
、
こ
こ
に
妾
時
、
こ
れ
ら
の
称
号
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
東
夷
系
諸
国
の
国
王
は
、
　
「
刺
史
」
号
を
有
し
て
い

な
い
か
ら
、
こ
れ
ら
諸
国
家
間
の
薦
垂
関
係
を
み
る
さ
い
、
「
将
軍
」

号
に
視
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
も
、
そ
れ
ほ
ど
当
を
え
ぬ
こ
と
で
も
あ

る
ま
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
日
本
や
朝
鮮
の
諸
国
王
が
、
中
国
王
朝
の
冊
封
を
う

け
た
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
が
、
さ
し

あ
た
っ
て
は
、
　
「
王
」
号
に
関
す
る
検
討
の
素
材
を
う
る
た
め
に
、

吐
谷
野
の
「
河
南
王
」
と
沮
渠
氏
の
「
河
西
王
」
の
場
合
を
考
え
て

み
た
。
彼
等
は
、
い
ず
れ
も
、
　
「
河
南
」
や
「
河
西
」
と
い
っ
た
広

大
な
地
域
の
支
配
権
一
潜
在
的
な
も
の
で
あ
れ
、
現
実
的
な
も
の
で

あ
れ
一
を
、
。
中
国
王
朝
の
冊
封
を
う
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
統
化
し
、

国
際
社
会
の
承
認
を
え
よ
う
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
あ
り

方
は
、
日
本
や
朝
鮮
の
諸
国
王
の
場
合
に
も
十
分
考
え
ら
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
ろ
う
。
自
国
の
国
家
的
独
立
性
を
、
ま
た
、
そ
の
王
族
に
よ

る
支
配
の
正
統
性
を
、
国
際
社
会
の
場
に
お
い
て
承
認
さ
せ
、
ひ
る

が
え
っ
て
は
、
国
内
に
お
け
る
支
配
者
と
し
て
の
立
場
を
強
化
さ
せ

よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
中
国
王
朝
と
交
渉
を
も
ち
、
ひ
と
た
び
、
そ
の
冊
封
を
う

け
た
諸
国
の
王
た
ち
は
、
王
の
代
が
か
わ
る
と
、
正
式
の
冊
封
を
う

け
る
ま
で
は
、
　
「
行
…
…
王
」
と
呼
称
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

「
行
…
…
王
」
は
、
冊
封
を
う
け
て
、
は
じ
め
て
「
行
」
字
の
と
れ

た
、
真
の
称
号
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
倭
国
王
も
、
お
そ

ら
く
、
そ
の
例
外
で
は
あ
り
え
ず
、
代
々
の
王
は
、
冊
封
を
う
け
る

ま
で
は
、
正
式
に
は
「
行
…
…
倭
圏
王
」
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。　

こ
の
「
行
…
…
」
の
あ
り
方
は
、
決
し
て
王
に
限
ら
れ
る
も
の
で
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は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
百
済
王
は
、
自
己
の
臣
下
を
「
行
職
」

に
仮
し
、
そ
の
「
除
正
」
を
南
朝
に
求
め
て
い
る
。
南
朝
は
、
こ
の

「
行
職
」
の
範
囲
が
「
王
」
や
「
侯
」
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
無

視
し
て
「
除
正
」
を
行
な
わ
な
か
っ
た
が
、
　
「
将
軍
」
や
「
太
守
」

の
場
合
は
、
こ
れ
を
許
し
て
「
除
正
」
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ま
た
、

倭
国
王
の
場
合
に
も
み
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
倭

国
王
や
百
済
王
は
、
彼
等
み
ず
か
ら
の
「
満
管
」
を
求
め
な
が
ら
、

他
方
、
そ
の
臣
下
の
「
富
戸
」
を
も
願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
、

一
見
き
わ
め
て
奇
妙
な
問
題
を
検
討
す
る
に
さ
い
し
て
、
当
時
の
北

魏
王
朝
が
「
河
西
王
」
や
「
遼
西
王
」
に
許
可
し
た
「
承
制
仮
授
」

と
い
う
も
の
が
参
考
と
な
ろ
う
。
　
「
河
西
王
」
蒙
古
が
、
　
「
古
聖
西

大
将
軍
」
な
ど
の
称
号
を
与
え
ら
れ
た
と
き
、
彼
は
、
ま
た
同
時
に
、

そ
の
属
下
を
「
文
官
は
　
（
諸
州
）
刺
史
よ
り
以
下
、
武
官
は
撫
軍

（
将
軍
）
よ
り
以
下
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
「
承
制
仮
授
」
す
る
こ
と
を

許
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
北
燕
の
「
遼
西
王
」
濤
崇
も
同
様

で
あ
っ
た
。
彼
の
場
合
は
、
　
「
車
騎
大
将
軍
」
な
ど
を
授
け
ら
れ
た

と
き
、
そ
の
臣
下
を
「
文
官
は
尚
書
や
刺
史
、
武
官
は
征
虜
以
下
」

に
「
承
制
仮
授
」
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
み
ら
れ

る
よ
う
に
、
河
西
王
や
遼
西
王
は
、
彼
等
が
冊
封
さ
れ
る
だ
け
で
な

く
、
同
時
に
、
そ
の
属
下
を
「
刺
史
」
や
「
将
軍
」
に
「
仮
」
す
る

こ
ど
も
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
授
爵
は
、
あ
く
ま

で
も
「
仮
授
」
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。
も
し
、
こ
れ
を
、
格

上
げ
し
て
、
正
式
の
〈
真
授
〉
に
か
え
る
た
め
に
は
、
こ
の
「
仮

想
」
し
た
官
号
を
、
さ
ら
に
、
除
正
し
て
も
ら
わ
な
く
て
は
な
ら
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
り
と
す
れ
ば
、
倭
国
王
や
百
済
王
が
、

「
行
職
に
仮
」
し
た
臣
下
の
官
等
の
「
除
正
」
を
南
朝
に
要
請
し
て

い
た
、
あ
の
さ
き
の
事
例
は
、
ま
さ
に
、
そ
う
し
た
も
の
の
実
例
で

は
あ
る
ま
い
か
。
従
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
ま
た
、
百
済
王
や
倭
国

王
が
、
あ
た
か
も
、
旗
持
に
よ
っ
て
「
例
年
仮
授
」
を
許
さ
れ
た
河

西
王
や
遼
西
王
の
よ
う
に
、
南
朝
か
ら
〈
承
制
仮
授
〉
の
権
限
を
与

え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま

た
、
　
「
承
制
当
無
」
に
は
、
一
定
の
わ
く
が
は
め
ら
れ
て
お
り
、
そ

れ
を
破
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
わ
く
は
、
王
の
将
軍

号
と
無
関
係
と
は
い
え
な
い
が
、
そ
れ
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
そ
の
国

の
実
際
的
な
勢
力
と
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
を

百
済
と
倭
国
の
場
合
に
あ
て
は
め
る
と
、
倭
国
は
、
百
済
よ
り
も
重

く
扱
わ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
百
済
王
よ
り
も
、
そ
の
勢
力
を
高
く
評
価
さ
れ
て
い
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た
倭
国
王
が
、
そ
の
軍
事
的
な
称
号
で
あ
る
『
都
督
諸
軍
事
』
の
中

に
、
　
「
百
済
」
を
含
め
る
こ
と
を
、
つ
い
に
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の

は
何
故
か
、
と
い
う
問
題
が
お
き
て
く
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
問
題
を

検
討
す
る
た
め
に
、
甫
朝
が
諸
外
国
王
に
与
え
て
い
た
『
都
督
諸
軍

事
』
を
み
て
い
く
と
、
意
外
な
事
実
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

南
朝
が
、
同
一
地
域
の
軍
事
権
や
行
政
権
を
、
同
時
に
複
数
の
諸
外

国
王
に
与
え
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
か
か
る
事
態
が
生
じ
た

の
は
、
南
朝
が
、
そ
の
支
配
外
の
地
域
に
あ
っ
て
は
、
現
地
の
実
力

者
の
主
張
を
、
な
る
べ
く
、
そ
の
ま
ま
に
認
め
る
と
い
う
方
針
を
と

っ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
南
朝
の
、
き
わ
め
て
現
実
主
義

的
な
外
交
政
策
を
知
っ
た
上
で
、
さ
き
の
倭
国
王
の
称
号
の
問
題
に

か
え
る
と
、
こ
こ
に
、
め
ず
ら
し
く
積
極
的
な
南
朝
の
政
治
姿
勢
に

ゆ
き
あ
た
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
、
南
朝
の
国
際
政
策

の
基
本
方
針
に
ふ
れ
る
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
南
朝

は
、
強
敵
北
魏
の
封
じ
込
め
を
、
そ
の
外
交
政
策
の
墓
本
に
お
い
て

い
た
筈
で
あ
り
、
従
っ
て
、
百
済
は
、
こ
の
深
壕
封
じ
込
め
の
国
際

的
連
携
－
北
は
断
然
、
西
は
河
西
王
沮
渠
氏
や
溶
鉱
渾
、
そ
れ
に

宕
昌
王
や
武
都
王
を
含
め
、
東
は
北
燕
や
高
句
麗
、
そ
れ
に
百
済
、

さ
ら
2
7
山
は
倭
国
を
加
え
た
－
i
I
の
重
要
な
一
環
を
な
す
も
の
と
み
な

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
倭
国
王
が
、
百
済
に
対
す
る
軍
事
適
し

「
都
督
百
済
諸
軍
事
」
…
を
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
、

南
朝
の
、
か
か
る
国
際
政
策
の
基
本
方
針
を
脅
か
す
も
の
と
解
さ
れ

た
か
ら
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
そ
れ
で
は
、
何
故
、
倭
国
王
に
「
都
督

百
済
諸
軍
事
」
を
認
め
る
こ
と
が
、
そ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
な
が
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
な
お
今
後
の
検
討
に
顧
た
、

ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
た
だ
、
当
時
の
国
際
情
勢
か
ら
み
て
、
次
の
よ
う

に
は
、
い
え
る
の
で
あ
る
ま
い
か
。
す
な
わ
ち
、
南
朝
と
し
て
は
、

倭
国
と
高
句
麗
の
争
い
は
、
決
し
て
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
ま

し
て
高
句
麗
勢
力
の
離
反
は
、
な
ん
と
し
て
も
避
け
な
く
て
は
な
ら

な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
倭
国
王
と
〈
都
脅
百
済
諸
軍
事
〉
の
関

係
は
、
こ
の
点
か
ら
も
検
討
さ
る
べ
き
も
の
と
思
う
。

　
①
　
拙
稿
「
五
世
紀
の
日
ホ
と
朝
鮮
の
国
際
的
環
境
一
中
国
南
朝
と
河
南
王
・
河

　
　
西
王
・
宕
昌
王
・
武
都
王
1
」
　
（
『
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
・
人
文
』
第
二

　
　
一
号
）
。

　
②
　
江
畑
武
「
囲
i
六
世
紀
の
朝
鮮
三
國
と
日
本
－
中
国
と
の
冊
封
を
め
ぐ
っ
て

　
　
一
」
（
『
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
』
四
）
、
拙
稿
「
古
代
東
ア
ジ
ア
の
国
際
関

　
　
係
－
和
親
・
聲
冊
・
使
節
よ
夢
み
た
る
一
」
ω
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
隔
四
九
）
・

　
　
「
古
代
東
ア
ジ
ア
の
日
本
と
朝
鮮
一
『
大
王
島
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
一
」
（
『
史

　
　
林
』
五
一
一
四
〉
。

　
③
　
高
橋
善
太
郎
「
南
朝
諸
国
の
倭
国
王
に
与
え
た
称
号
に
つ
い
て
一
1
古
代
日
本

　
　
の
國
際
的
地
位
（
下
）
一
」
（
『
愛
知
県
立
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
七
）
。
以
下
、
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高
橋
氏
の
論
文
は
す
べ
て
こ
れ
に
よ
る
。

④
　
な
お
、
き
わ
め
て
よ
く
似
た
問
題
関
心
を
も
ち
な
が
ら
、
私
が
、
高
雅
氏
の
こ

　
の
論
文
を
知
っ
た
の
は
、
ご
く
最
近
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
点
、
自
己
の
怠
慢
と

　
非
礼
を
深
く
お
詑
び
申
上
げ
、
今
後
の
研
究
に
十
分
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
つ
も

　
り
で
あ
る
。

⑤
冊
府
元
亀
巻
九
六
三
外
霞
部
封
冊
一
・
南
斉
審
巻
五
八
東
夷
伝
百
済
国
条
。

⑥
　

闇
樹
府
｝
兀
細
巻
九
山
ハ
ご
～
外
翼
部
封
㎜
冊
一
。

⑦
　
藤
間
生
大
『
倭
の
三
王
』
（
昭
和
四
三
年
、
岩
波
書
店
）
一
二
二
～
ゴ
一
隣
頁
参
照
。

　
な
お
、
同
書
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
中
國
史
雷
対
倭
関
係
記
寮
の
検
討
－
藤
間

　
生
大
『
倭
の
五
王
』
を
通
し
て
一
」
（
『
続
日
本
紀
研
究
』
一
四
四
．
一
四
五
）

　
を
日
時
に
参
照
さ
れ
た
い
。

⑧
三
岡
史
記
巻
二
五
、
百
済
本
紀
蓋
函
王
二
一
年
秋
九
月
条
。

⑨
　
宍
書
巻
…
○
順
帯
本
紀
昇
明
二
年
五
月
戊
午
条
・
同
書
巻
九
七
夷
蛮
伝
倭
国

　
条
。
な
お
、
高
橋
氏
は
、
こ
の
時
の
進
爵
を
『
都
督
諸
軍
事
』
と
関
連
さ
せ
て
お

　
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
大
将
軍
の
称
は
宋
朝
に
於
て
は
植
民
地
を
有
し
た
国
に

　
対
し
て
与
え
た
も
の
」
と
解
さ
れ
「
高
句
麗
が
営
州
の
諸
軍
事
を
、
百
済
王
が
百

　
済
の
諸
軍
事
を
都
督
し
て
い
た
の
で
、
宋
は
こ
れ
等
を
大
将
軍
に
し
た
」
　
（
六
九

　
頁
）
と
い
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
都
督
諸
軍
事
』
と
「
大
将
軍
」
の

　
間
に
は
、
必
ず
し
も
厳
密
な
関
係
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
　
〈
宕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
昌
王
〉
梁
弥
機
は
、
元
轍
四
年
（
四
七
六
）
に
「
使
持
節
・
瓦
葺
・
涼
二
州
（
諸

　
　
　
　
　
む
　
　
ロ
　
　
む
　
　
　

　
軍
事
）
・
安
西
将
軍
・
東
灘
校
尉
・
河
・
涼
二
州
刺
史
・
朧
西
公
」
に
封
ぜ
ら
れ
、

　
〈
河
西
王
〉
沮
渠
安
周
は
、
元
嘉
二
一
年
（
四
四
四
）
に
「
使
持
節
・
散
騎
常
侍

　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　

　
・
都
督
涼
・
河
・
沙
三
州
諸
軍
事
・
黒
山
将
軍
・
領
西
域
戊
巳
校
尉
．
涼
州
刺
史

　
・
河
酋
王
」
に
封
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
ぎ
た
、
武
都
王
で
は
、
揚
僧
嗣
が
、
太
始
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
年
（
四
六
七
）
に
「
持
節
・
都
督
北
秦
．
雍
二
州
諸
軍
事
・
征
西
将
軍
」
に
封
ぜ

　
ら
れ
「
（
平
完
）
校
尉
・
（
北
秦
州
）
刺
史
」
も
故
の
如
く
、
湯
文
度
は
、
昇
明
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
年
（
四
七
七
〉
に
「
使
持
節
・
都
瞥
北
江
・
雍
二
州
諸
軍
事
・
征
西
将
軍
」
に
封

　
ぜ
ら
れ
、
こ
れ
も
「
刺
史
・
校
尉
」
を
故
の
如
く
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
吐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
谷
深
目
拾
寅
も
、
元
嘉
二
九
年
に
「
使
持
節
・
督
西
秦
・
河
・
沙
三
州
諸
軍
事
．

　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

安
西
将
軍
・
領
護
莞
校
尉
・
西
秦
・
河
二
州
刺
史
・
河
南
王
」
に
封
ぜ
ら
れ
て
い

　
る
。
以
上
の
如
く
、
安
易
に
両
者
の
間
に
関
係
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。

⑩
　
南
夏
霞
巻
五
八
東
夷
伝
倭
国
条
。

⑪
拙
稿
「
五
世
紀
の
日
本
と
朝
鮮
一
－
…
江
畑
武
「
四
一
六
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
の
世

　
界
」
を
読
ん
で
一
」
（
『
続
日
本
紀
研
究
』
一
四
三
）
一
五
頁
上
段
で
は
、
こ
の

　
時
の
高
唱
の
授
爵
を
、
南
斉
轡
高
麗
國
伝
に
よ
っ
て
、
建
元
元
年
と
し
て
い
る

　
が
、
本
稿
の
考
証
に
よ
り
、
、
そ
れ
を
建
元
二
年
と
訂
正
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

⑫
　
な
お
、
新
王
朝
成
立
時
の
授
爵
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
五
世
紀
の
製
本
と
朝
鮮

　
－
江
畑
武
『
四
i
六
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
の
世
界
』
を
読
ん
で
一
」
　
（
前
掲
）

　
「
五
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

漁
　
南
斉
手
巻
二
高
帝
本
紀
建
元
二
年
夏
四
月
丙
寅
条
。

〔
⑭
　
拙
稿
「
中
国
史
話
対
倭
関
係
記
事
の
検
討
－
藤
間
生
大
『
倭
の
五
王
睡
を
通

　
し
て
一
」
　
（
晶
削
掲
）
｝
血
占
一
鞭
鼻
ジ
昭
…
。

⑮
　
藤
聞
生
大
『
倭
の
五
型
』
　
（
前
掲
）
は
「
使
者
を
送
っ
た
」
　
（
三
三
頁
）
と
解

　
さ
れ
て
い
る
が
、
疑
問
で
あ
る
。
前
掲
拙
稿
註
⑭
・
四
九
頁
参
照
。

㊨
　
拙
稿
「
古
代
東
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
」
ω
（
前
掲
）
一
四
・
一
五
頁
・
「
五
世

　
紀
の
日
本
と
朝
鮮
の
国
際
的
環
箋
」
　
（
前
掲
）
一
一
二
～
三
頁
の
「
将
軍
を
中
心

　
と
し
て
み
た
る
南
宋
官
品
表
」
は
、
こ
れ
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑰
　
な
お
、
「
将
軍
」
号
に
つ
い
て
は
、
大
庭
精
「
前
漢
の
将
軍
」
（
『
東
洋
史
研
究
』

　
二
六
1
・
四
）
の
研
究
が
あ
り
、
五
世
紀
の
「
将
軍
」
号
の
意
味
を
考
え
る
上
に
も

　
有
益
で
あ
る
。

霧
　
以
下
、
河
南
王
と
河
西
王
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
五
世
紀
の
日
ホ
と
朝
鮮
の
国

　
際
的
環
境
－
申
国
南
朝
と
河
南
王
・
河
西
王
．
宕
昌
王
．
武
都
王
…
」
（
前
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掲
）
に
よ
る
。

⑲
　
灘
田
博
徳
「
吐
発
揮
と
南
北
澗
朝
と
の
関
係
に
つ
い
て
」
　
（
『
央
学
』
二
五
一

　
二
）
八
五
頁
。

⑳
　
大
庭
脩
「
『
卑
弥
呼
を
親
魏
倭
王
と
す
る
制
書
』
を
め
ぐ
る
問
題
」
（
末
永
先
生

　
古
稀
記
念
『
古
代
学
論
叢
』
）
。

⑳
　
拙
稿
「
中
二
言
書
幅
倭
関
係
記
事
の
検
討
一
藤
間
生
大
『
倭
の
五
王
』
を
通

　
し
て
一
」
　
（
前
掲
）
四
三
・
四
四
頁
。

⑳
　
な
お
、
印
焔
1
4
に
つ
い
て
は
、
栗
原
朋
信
『
秦
漢
史
の
研
究
』
　
（
窪
川
弘
文
館
、

　
昭
和
四
四
年
）
の
研
究
が
あ
り
、
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

⑱
　
梁
書
巻
三
三
王
本
紀
曹
通
二
年
冬
一
一
月
置
。

⑳
　
な
お
、
こ
の
聞
、
南
朝
と
百
済
の
関
係
を
示
す
も
の
に
は
梁
の
天
監
元
年
（
五

　
〇
二
）
四
［
月
の
進
号
（
自
書
一
二
武
帝
本
紀
三
重
元
年
照
月
戊
辰
条
）
、
天
監
一

　
一
年
四
月
の
遣
使
郭
貢
（
岡
本
紀
天
監
＝
年
四
月
条
）
が
伝
え
ら
れ
て
い
る

　
が
、
前
者
は
、
日
新
王
朝
の
樹
立
に
と
も
な
う
記
念
祝
賀
的
除
授
で
あ
り
、
当
時

　
の
百
済
の
造
使
を
物
語
る
も
の
で
は
な
い
　
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
藤
間
生
大

　
『
倭
の
五
王
臨
〈
前
掲
〉
三
二
頁
、
拙
稿
「
五
世
紀
の
艮
本
と
朝
鮮
」
　
〈
前
掲
〉

　
一
五
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
）
。
後
者
は
、
何
ら
か
の
遣
使
朝
貢
を
示
す
も
の
で
は

　
あ
る
か
も
知
れ
れ
ぬ
が
、
以
下
に
腐
す
と
こ
ろ
が
ら
察
す
る
に
、
お
そ
ら
く
、
規

　
模
の
小
さ
な
も
の
で
あ
り
、
国
家
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

　
梁
誉
巻
五
四
諸
夷
伝
百
済
条
に
よ
る
と

　
ω
天
監
元
年
、
進
二
週
号
征
東
将
軍
の
尋
為
三
高
句
騙
飯
ワ
破
、
衰
弱
者
累
年
、
遷
二

　
　
居
南
韓
糞
蝿

　
②
普
通
二
年
、
王
商
調
始
復
遣
レ
使
奉
レ
表
、
称
三
累
破
一
一
句
駆
州
崎
温
帯
通
y
好
、

　
　
電
着
済
更
為
二
彊
麟
司

　
③
其
年
、
高
祖
悪
日
、
行
都
督
百
済
諸
軍
事
・
鎮
寅
大
将
軍
・
百
済
王
余
隆
…
…

　
　
宜
下
率
二
旧
章
｛
野
中
輩
栄
命
上
。
可
二
使
持
節
・
都
督
百
済
諸
軍
事
・
寧
東
大
将

　
軍
・
百
済
王
鱒

と
み
え
る
。
百
済
は
、
高
句
麗
と
の
戦
い
に
破
れ
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
蓑
弱
し
て

お
り
、
都
も
南
韓
の
地
に
遷
し
て
い
た
が
（
史
料
ω
）
、
や
が
て
、
か
え
っ
て
高

句
麗
を
破
っ
て
彊
国
と
な
り
、
　
つ
い
に
「
始
復
」
、
南
朝
に
二
重
朝
州
し
た
の
で

あ
る
（
史
料
②
）
。
　
こ
の
「
始
復
」
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
百
済
の
梁
へ
の
国

家
的
な
遺
使
は
、
こ
れ
が
「
始
め
て
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
　
「
復
」
は
、
今

迄
、
途
絶
え
て
い
た
中
園
南
朝
へ
の
朝
貞
が
「
ま
た
ふ
た
た
び
」
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
③
の
史
料
　
か
ら
も
う
か
が
え
よ
う
。
　
「
行
都
督
百
W
碑
戴
爾

軍
事
・
鎮
粟
大
将
軍
・
葺
二
王
」
の
余
隆
が
、
こ
の
普
通
二
年
（
五
二
一
）
に
、

は
じ
め
て
、
梁
の
新
官
制
に
よ
っ
て
、
　
「
寧
東
大
将
軍
」
に
叙
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
さ
て
、
梁
は
、
天
驚
元
年
八
月
丁
未
、
律
令
の
制
定
に
着
手
し
、
早
く
も
翌
二

年
四
月
三
二
に
は
完
成
し
た
が
　
（
梁
書
巻
二
武
蕾
本
紀
）
、
宮
梱
に
関
す
る
限
り

は
、
前
王
朝
の
も
の
と
大
差
な
い
も
の
で
あ
っ
た
（
宮
崎
市
定
『
九
品
官
人
法
の

研
究
隠
ハ
吏
洋
史
研
…
究
会
、
昭
和
一
二
一
年
〉
三
コ
ニ
頁
）
。
し
か
し
、
や
が
て
天
監

七
年
、
ふ
た
た
び
官
髄
改
革
を
行
な
い
、
新
舗
度
を
作
成
す
る
わ
け
で
あ
る
。
将

軍
簿
に
関
し
て
も
、
か
な
り
の
変
革
が
行
な
わ
れ
、
な
か
で
も
、
従
来
は
、
中
国

王
朝
の
内
・
外
に
差
違
の
な
か
っ
た
将
軍
号
に
、
あ
ら
た
め
て
「
外
国
に
施
す
」

た
め
の
将
軍
号
を
設
け
、
制
度
化
し
た
の
で
あ
る
（
二
二
巻
三
七
職
官
梁
官
品
）
。

従
っ
て
、
以
後
の
諸
外
國
の
国
王
は
、
梁
か
ら
軍
事
を
授
け
ら
れ
る
場
合
、
す
べ

て
、
こ
の
外
鼠
用
の
将
軍
暑
を
授
け
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
も
っ
と
も
早
い

適
用
例
は
高
句
麗
に
み
ら
れ
る
。
天
監
七
年
二
月
乙
亥
（
梁
書
巻
二
目
膏
本
紀
）
、

武
帝
は
、
車
騎
大
将
軍
の
高
遠
に
、
次
の
よ
う
な
詔
を
下
し
た
。

　
　
高
朧
王
・
楽
浪
郡
公
雲
、
乃
誠
款
著
、
貢
突
舞
尋
、
翼
下
隆
二
秩
命
（
式
弘
申

　
　
自
門
上
。
可
二
撫
東
大
将
軍
・
費
府
儀
同
三
司
輔
持
節
・
常
侍
・
都
軽
，
王
並

　
　
如
γ
故
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
梁
醤
巻
五
四
諸
夷
伝
高
句
朧
条
）
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と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
詔
文
は
「
秩
命
を
隆
ん
に
し
、
式
て
朝
典

　
を
弘
め
」
た
い
と
い
っ
て
い
る
が
、
高
雲
は
、
実
は
、
こ
こ
で
、
格
下
げ
に
あ
っ

　
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
高
雲
の
有
し
た
「
車
騎
大
将
軍
」
は
、
新
官
制
の
も
と
で

　
も
最
高
位
に
お
か
れ
た
二
四
班
の
う
ち
の
第
三
番
屠
で
あ
る
「
車
騎
将
軍
」
よ
り

　
も
高
位
の
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
　
「
車
騎
国
電
」
に
擬
す
べ
き
外
国
用
の
将
軍

　
は
、
一
…
四
班
中
の
第
竺
転
た
る
「
裏
罫
将
軍
」
で
あ
り
、
「
撫
東
将
軍
」
は
、
こ

　
れ
よ
り
　
階
級
さ
が
る
二
三
班
に
列
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
高
雲

　
は
、
蚕
棚
の
施
行
に
と
も
な
い
、
格
下
げ
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
ほ
か
、
こ

　
の
制
度
に
よ
っ
て
、
新
将
軍
号
を
与
え
ら
れ
た
諸
外
国
の
国
王
の
早
い
例
と
し
て

　
は
、
林
邑
王
の
萢
天
凱
や
陰
平
王
の
楊
孟
孫
が
あ
る
。
萢
天
喜
は
、
天
監
九
年
に

　
「
持
節
・
督
縁
海
諸
軍
事
・
長
南
将
軍
（
二
一
班
）
・
林
邑
王
」
、
揚
孟
孫
は
、
天

　
監
一
〇
年
に
贈
「
安
沙
将
軍
（
一
八
班
）
・
北
豊
州
刺
ゆ
人
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ

　
の
う
ち
、
林
邑
王
は
、
代
々
、
南
朝
か
ら
「
安
南
将
軍
」
を
授
け
ら
れ
て
い
た

　
が
、
梁
の
新
宮
翻
で
は
「
安
南
将
軍
」
は
二
～
斑
、
　
「
威
南
将
軍
」
も
ま
た
一
＝

　
班
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
格
下
げ
現
象
は
み
ら
れ
な
い
。

　
　
以
上
の
考
嫁
が
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
梁
は
、
天
監
七
年
、
新
官
潮
を

　
施
行
す
る
や
、
機
会
あ
る
毎
に
、
新
将
軍
号
を
諸
外
岡
の
三
王
に
授
け
て
い
た
の

　
で
あ
る
。
従
っ
て
、
も
し
も
百
済
王
が
、
天
工
七
年
以
後
に
遣
使
朝
貢
し
て
い
る

　
な
ら
、
お
そ
ら
く
、
梁
は
、
　
こ
れ
に
新
官
鰯
に
そ
っ
た
授
爵
を
行
な
う
筈
で
あ

　
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
普
通
一
…
年
に
い
た
っ
て
も
、
な
お
、
余
隆
は
く
鎮

　
東
大
将
軍
γ
を
称
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
必
ず
や
、
こ
れ
ま
で
百
済
王

　
の
、
す
く
な
く
と
，
も
正
式
の
二
三
が
行
な
わ
れ
て
お
ら
ず
、
梁
の
新
翻
を
う
け
る

　
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
に
違
い
あ
る
ま
い
。
な
お
、
新
組
に
よ
る
「
鎮
東
将
軍
」

　
も
、
外
圏
用
の
「
軍
書
将
軍
」
と
同
じ
く
二
二
班
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
み
て
、
余

　
隆
は
、
前
王
ら
と
同
等
の
待
遇
を
う
け
た
こ
と
が
わ
か
る
。

蓼
　
宋
書
巻
九
七
輿
蛮
俵
筥
済
国
条
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

悉
　
な
お
、
南
斉
識
巻
五
八
東
夷
伝
百
済
国
条
に
は
、
　
「
今
巡
行
冠
軍
将
軍
都
将
軍

　
都
漢
王
」
と
み
え
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
、
　
「
都
将
軍
」
と
い
う
の
は
術

　
文
と
思
わ
れ
る
。
　
「
都
将
軍
」
と
い
う
軍
号
は
他
に
類
例
が
な
く
、
ま
た
、
こ
の

　
重
縁
を
認
め
る
と
、
姐
瑛
は
二
つ
の
将
軍
号
を
も
つ
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
も
類
例

　
が
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
類
例
の
な
い
も
の
が
、
す
べ
て
誤
り
と
い
う
つ
も
り
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
い
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
は
蓬
髪
と
考
え
た
方
が
よ
い
。
筆
写
の
過
程
で
「
都
漢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

　
王
」
の
「
都
」
と
、
　
「
冠
軍
将
軍
」
の
「
将
軍
」
を
重
出
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で

　
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
私
は
、
娯
瑛
が
「
仮
行
」
さ
れ
た
官
爵
は
「
冠
軍
将
軍
・
都

　
漢
王
」
で
あ
っ
た
と
思
う
。

⑳
　
南
斉
書
巻
五
八
爽
夷
伝
百
済
国
士
。

⑱
従
来
、
授
爵
さ
れ
た
内
容
（
「
王
」
・
「
侯
」
を
含
む
も
の
な
の
か
否
か
と
い
っ

　
た
点
）
に
つ
い
て
の
分
析
が
十
分
で
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
本
稿
で
も
指
摘

　
し
た
如
く
、
　
「
王
」
・
「
侯
」
号
の
授
爵
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
な
お

　
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
古
代
東
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
」
ω
（
前
掲
）
　
一
穴

　
頁
で
ふ
れ
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
古
代
東
ア
ジ
ア
の
へ
大
王
〉
に
つ

　
い
て
一
百
済
大
王
考
補
論
1
」
　
（
『
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
・
人
文
』
二

　
〇
）
・
「
五
世
紀
の
へ
百
済
大
王
〉
と
そ
の
王
・
倭
」
（
『
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
』

　
四
）
に
考
察
し
て
お
い
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

鐙
　
南
斉
書
巻
五
八
東
夷
俵
百
済
国
条
。

⑳
　
宋
書
巻
九
七
夷
蛮
飯
倭
國
条
。
な
お
、
倭
国
の
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

　
「
古
代
棄
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
」
㈹
（
前
掲
）
…
七
・
一
八
頁
、
　
「
古
代
東
ア
ジ

　
ア
の
日
本
と
朝
鮮
」
　
（
前
掲
）
三
一
ニ
ニ
ニ
頁
、
　
「
古
代
皐
東
ア
ジ
ア
の
〈
大
王
〉

　
に
つ
い
て
」
　
（
前
掲
）
四
九
頁
に
考
察
し
て
お
い
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

⑳
　
魏
書
巻
二
上
、
世
祖
紀
神
旛
四
年
八
月
乙
酉
条
。

幽
　
魏
書
巻
四
上
、
世
祖
紀
神
廟
四
年
九
月
癸
栂
桜
。

霞
　
魏
書
巻
九
九
慮
水
胡
沮
渠
蒙
遜
紙
。
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鐘
　
魏
書
巻
一
一
三
、
官
氏
志
。
な
お
、
そ
の
考
証
は
、
宮
崎
市
定
驚
九
品
官
人
法

　
の
研
究
一
科
挙
前
史
一
』
　
（
前
掲
）
三
九
｝
頁
に
よ
る
。

〔
㈱
　
　
か
っ
て
、
宋
朝
の
安
東
将
軍
と
鎮
東
将
軍
の
差
を
、
　
「
長
史
・
司
馬
扁
の
官
品

　
か
ら
考
え
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
（
「
古
代
束
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
」
ω
一
六
頁
）
、

　
こ
の
北
魏
の
官
品
表
に
よ
っ
て
、
王
朝
間
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
さ
ら
に
両
将
軍

　
の
隔
差
を
感
得
し
う
る
よ
う
に
思
う
。

鐙
　
こ
の
場
合
の
「
行
征
西
大
将
軍
」
は
、
本
稿
で
問
題
に
し
て
い
る
「
行
」
と
は

　
違
っ
た
も
の
で
あ
る
。
厳
耕
望
撰
『
中
圏
地
方
行
政
制
度
史
、
劇
中
、
魏
賛
南
北

　
朝
地
方
行
政
制
度
』
㈲
（
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、
中
華
民
国
五
二
年
）

　
八
五
三
頁
に
い
う
「
按
『
行
』
者
略
如
一
…
聖
哲
之
『
試
守
緊
経
二
過
若
干
時
間
一
即

　
真
除
任
」
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。
実
例
は
、
こ
れ
に
よ
ら
れ
た
い
。

　
　
魏
書
巻
九
九
下
水
胡
沮
渠
蒙
謬
伝
牧
腱
条
。

鐙
　
魏
書
巻
　
〇
一
高
昌
伝
。

⑲
　
魏
書
巻
一
＝
冗
官
氏
志
。

⑭
　
魏
裏
書
四
望
、
世
祖
紀
延
和
二
年
二
月
庚
午
条
。

⑳
魏
轡
巻
四
下
、
世
祖
紀
太
平
真
君
三
年
｝
二
月
丁
酉
条
・
嗣
書
巻
三
九
李
宝

　
伝
。

⑫
　
通
典
巻
三
七
職
官
、
習
官
品
条
。

　
　
北
魏
の
場
合
の
よ
う
に
、
明
確
な
形
で
「
承
昼
酒
授
」
を
与
え
ら
れ
た
例
は
、

　
未
だ
不
勉
強
に
し
て
聖
跡
出
せ
な
い
で
い
る
が
、
早
く
、
＝
　
国
時
代
に
、
茄
魏
興
に
よ

　
つ
た
申
儀
が
、
　
「
藪
承
レ
綱
灘
論
即
、
多
レ
所
二
櫓
門
こ
と
い
っ
た
事
例
を
み
る
と

　
（
晋
譜
巻
一
宣
帝
紀
太
和
元
年
六
肩
条
）
、
北
朝
の
み
が
、
こ
う
し
た
鋼
を
継
承

　
し
た
と
も
思
え
な
い
。
ま
た
、
杏
城
に
よ
っ
た
導
水
の
胡
の
蓋
呉
が
、
北
魏
に
反

　
し
て
宋
朝
に
通
じ
、
援
を
求
め
た
時
、
文
言
は
、
元
嘉
二
三
年
（
四
四
六
）
二
月

置
こ
れ
を
「
使
持
飾
・
都
督
関
瀧
諸
軍
事
・
安
顛
将
軍
・
蘇
州
刺
史
・
北
山
郡
公
」

　
と
な
し
、
　
¶
金
紫
以
下
諸
将
印
、
合
一
百
二
十
㎜
紐
」
を
与
え
、
　
「
使
用
随
レ
宜
仮

　
授
一
」
し
め
た
と
い
う
（
寒
書
巻
九
五
索
話
伝
）
。
こ
れ
は
、
「
仮
想
」
の
内
容
が
、

　
「
諸
将
印
」
に
よ
っ
て
欄
約
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
思
わ
せ
よ
う
。
さ
ら
に
百
済
の

　
あ
り
方
は
、
　
「
承
華
墨
授
」
と
い
う
言
葉
こ
そ
使
用
し
て
い
な
い
が
、
実
態
は
、

　
ま
さ
に
、
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
な
お
詳
し
く
は
今
後
の
検
討
に

　
倹
ち
た
い
。

⑭
　
拙
稿
「
五
世
紀
の
日
本
と
朝
鮮
の
国
際
的
環
境
一
中
国
南
朝
と
河
爾
王
・
河

　
西
王
・
宕
畠
王
・
武
都
王
I
I
」
（
前
掲
）
の
「
四
、
武
都
王
に
つ
い
て
」
を
参

　
照
さ
れ
た
い
。

⑯
一
百
済
王
の
圏
際
的
地
位
を
示
唆
す
る
も
の
に
は
、
百
済
王
が
、
臣
下
の
た
め
に

　
要
難
し
た
「
王
」
・
「
侯
」
号
を
「
潜
熱
」
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
事
実
も
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
か
っ
て
、
突
諏
・
醇
延
陀
・
廻
継
・
南
詔
な

　
ど
を
例
に
し
て
説
明
し
た
が
（
「
樽
代
東
ア
ジ
ア
の
〈
大
王
〉
に
つ
い
て
」
）
、
時

　
代
差
も
あ
り
、
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
詳
し
く
は
後
考
を
倹
ち
た

　
い
が
、
と
り
あ
え
ず
吐
谷
渾
王
の
弟
拾
皮
が
宋
朝
に
よ
っ
て
、
　
「
金
城
公
」
に
封

　
ぜ
ら
れ
た
事
例
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
（
「
五
世
紀
の
日
本
と
朝
鮮
の
国
際
的
環

　
境
」
）
。

⑳
宋
書
巻
九
七
夷
蛮
伝
倭
国
条
。

⑰
　
宋
霞
巻
九
七
夷
蛮
伝
倭
国
条
。

⑱
　
元
嘉
二
八
年
に
、
済
が
二
五
さ
れ
た
軍
号
は
、
池
内
宏
『
日
本
上
代
史
の
一
研

　
究
』
　
（
近
藤
書
店
、
昭
和
二
一
…
年
）
が
「
文
帝
本
紀
に
大
将
軍
に
進
め
た
と
あ
る

　
の
は
誤
り
で
あ
ら
う
」
　
（
＝
ハ
七
頁
）
と
い
わ
れ
て
以
来
、
最
近
に
い
た
る
ま
で

　
「
安
東
将
軍
」
と
誤
解
さ
れ
つ
づ
け
た
よ
う
で
あ
る
。
手
元
に
あ
る
も
の
で
い
え

　
ぱ
、
上
田
正
昭
『
日
本
粛
代
国
家
論
究
』
（
塙
書
房
、
昭
和
四
三
年
一
｝
月
）
四

　
四
八
頁
、
藤
一
間
生
大
『
倭
の
五
王
』
（
前
掲
）
九
一
頁
な
ど
に
、
そ
れ
が
み
え
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
は
、
高
橋
善
太
郎
「
南
朝
諸
國
の
倭
國
王
に
与
え
た
称
号
に
つ
い

　
て
l
l
古
代
日
本
の
国
際
的
地
位
（
下
）
ー
ー
」
　
（
前
掲
）
が
「
本
紀
に
年
月
日
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を
明
か
に
し
て
『
進
号
安
東
大
将
軍
』
と
あ
る
の
は
、
縮
当
儒
頼
す
べ
き
で
は
な

　
か
ろ
う
か
」
（
六
九
頁
）
と
い
う
如
く
、
「
安
東
大
将
軍
」
が
正
し
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
中
国
史
書
対
倭
関
係
記
事
の
検
討
一
藤
間
生
大

　
『
倭
の
五
王
』
を
通
し
て
一
」
　
（
前
掲
）
五
九
・
六
〇
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑲
　
宋
書
巻
九
七
夷
蛮
伝
倭
國
条
。

⑳
　
こ
れ
は
、
摘
稿
「
古
代
東
ア
ジ
ア
の
團
際
関
係
－
和
親
・
封
冊
・
使
節
よ
り

　
み
た
る
一
」
国
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
五
〇
）
註
・
8
2
そ
ふ
れ
た
も
の
を
、
「
古
代
東

　
ア
ジ
ア
の
日
本
と
朝
鮮
i
『
大
薫
賑
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
一
」
　
（
前
掲
）
で

　
敷
術
し
た
見
解
で
あ
る
。

⑪
　
以
下
の
、
河
西
王
、
鰻
谷
渾
王
、
宕
昌
王
の
軍
事
権
・
行
政
権
を
め
ぐ
る
錯
綜

　
関
係
は
、
拙
稿
「
五
世
紀
の
臼
本
と
朝
鮮
の
国
際
的
環
境
…
中
飼
南
朝
と
河
南

　
王
・
宕
昌
王
・
河
西
王
・
武
都
王
i
」
（
前
掲
）
に
揖
摘
し
た
も
の
で
あ
り
、

　
史
料
の
幽
典
は
、
そ
れ
に
よ
ら
れ
た
い
。

⑫
高
腰
四
年
当
時
の
吐
谷
二
王
の
拾
寅
が
、
　
「
車
騎
大
将
軍
」
で
あ
る
と
こ
ろ
か

　
ら
み
て
、
軍
権
の
資
格
を
あ
ら
わ
す
「
督
」
は
、
お
そ
ら
く
「
都
督
」
に
進
め
ら

　
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
梁
弥
機
も
、
永
明
元
年
に
は
「
都
督
」

　
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
、
当
時
の
吐
谷
渾
玉
易
度
侯
の
「
都
督
」
と
同
格
で
あ

　
る
。

魯
　
こ
の
問
題
は
、
後
考
を
期
し
た
い
が
、
か
っ
て
、
中
国
王
朝
一
般
の
問
題
と
し

　
て
、
　
「
中
国
王
朝
は
、
外
交
使
節
を
派
遣
し
て
く
る
主
体
を
そ
の
国
の
君
主
と
認

　
め
、
彼
が
望
む
な
ら
ば
封
冊
も
敢
て
こ
ば
ま
な
か
っ
た
。
従
っ
て
纂
奪
者
で
あ
っ

　
て
も
、
実
力
を
も
っ
て
そ
の
地
域
を
支
配
し
て
い
る
場
含
、
　
『
王
』
の
封
冊
を
う

　
け
る
こ
と
も
で
き
た
」
と
し
（
拙
紬
欄
「
五
世
紀
の
∴
百
済
大
王
V
と
そ
の
王
．

　
侯
」
ぬ
削
掲
▽
八
○
百
ご
、
林
㎝
巴
の
萢
当
根
純
と
高
句
麗
の
蔵
を
あ
げ
た
こ
と
が
あ

　
つ
た
。
こ
の
う
ち
、
萢
当
要
田
は
、
本
稿
の
例
証
と
も
な
ろ
う
。

⑭
　
南
斉
書
巻
五
九
東
夷
伝
加
羅
園
条
。

働
　
藤
間
生
大
『
倭
の
五
王
』
　
（
前
掲
）
一
五
四
頁
。

⑳
　
拙
稿
「
中
国
史
書
対
倭
関
係
記
事
の
検
討
－
藤
間
生
大
『
倭
の
五
王
』
を
通

　
し
て
一
…
」
　
（
前
掲
）
六
〇
頁
。

⑰
　
倭
国
王
と
百
済
王
の
僚
属
が
除
正
さ
れ
た
将
軍
・
号
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
古
代

　
東
ア
ジ
ア
の
日
本
と
朝
鮮
」
　
（
前
掲
）
三
二
頁
の
「
第
2
表
、
倭
・
済
両
国
将
軍

　
比
較
表
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
府
立
右
翼
女
子
短
期
大
学
部
講
師
）
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Kotea　and　Japan　in　the　5th　Century

　in　relation　to　the　enfeoffment

　　　　　　　of　the　Chinese　Southern　Dynasty

by

Yoshitane　Sakamoto

　　In　studying　the　international　relation　between　Korea　and　Japan　in　the

5　th　ce1itury，　its　comparison　with　other　countries　enfeoffed　by　the　Chinese

Southern　Dynasty　will　cause　more　abundant　resources　to　study　and　enable

us　to　observe　it　on　wider’　standpoint．　．
　　This　article　tries　to　answer　the　following　problems　from　this　point．

At　first，　we　are　iooking　for　the　then　・international　position　of　Japan　judg－

ing　from　the　title　‘Shogztn　l；t“，・f－ge“，　next　considering　the　importance　of

the　title　‘　King　’　enfeoffed　by　the　Chinese　Dynasty，　and　then　the　problem

that　the　Kings　of　Japan　and　Paekche百済w圭shed　to　have　the　Dynasty

authorize　the　othc’ ?　and　title　which　they　had　tempdrally　granted　to　their

men，　in　relation　tO　the“Sding・一Chih－Chia－ShOu”「学制仮授」by．Pei・ttiei北

野．In　the　end，　of　the　titles　which　the　Southerll　Dynasty　in　China　had

granted　to　the　kings　of　the　neighbouring　countrles　military　（“　Tu－ttt

Paekche　chu－chiljn－shid「都督百済諸軍事」）and　administrative　powers（“T2‘払

shih”「刺史」）shall　be　especially　contemplated．　As　a　result　of　our　study，

the　fact　the　Southern　Dynasty　in　China　had　not　granted　“　Tu一．tu　Paefeche

chu－cletin－shih”　to　the　King　of　Japan　was　not　evidently　due　to　the　pas－

sive’reason　why　the・Dynasty　had　granted　it　to　the，King　of　Paekche，

which　causes　our　observation　on　the　very　active　attitttde　of　the　Dy－

nasty’s　po！itics．

A　Fundamental　Study　．of　Mogari　vat

by

Atsumu　Wada

　　Mogari　pt　1s　the　common　funeral　form　in　our　ancie・nt　times　that　a　dead

man’s　body　should　be　ensconced　in　a　hut　after　his　death　till　burlal，　er

it　be　provisionally　buried　with　his　relatives　confined　to　the　hut　and

serve　various　rites　in　behalf　of　the　dead．　This　form　has　hardly　been

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（768）


